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外
来
の
宗
教
で
あ
る
傍
教
は
、
宋
代
以
後
に
な
る
と
す
っ
か
り
中
園
の
社
舎
に
浸
透
し
、

道
敬
や
民
間
信
仰
と
習
合
し
て
、
民
衆
の
宗
教
生

活
の
な
か
で
生
き
つ
づ
け
た
。
そ
の
こ
と
は
葬
迭
儀
瞳
や
潅
油
田
舎
、
孟
蘭
盆
舎
な
ど
の
年
中
行
事
、
観
音
・
地
積
信
仰
な
ど
に
顕
著
に
認
め
ら

れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
併
敬
敬
圏
の
構
成
、
宗
教
活
動
の
様
態
に
も
、
陪
唐
時
代
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
前

1 



2 

(

1

)

 

稿
で
取
り
上
げ
た
、
信
に
あ
ら
ず
俗
に
も
あ
ら
ざ
る
牢
信
牟
俗
の
奉
傍
者
た
ち
の
活
動
で
あ
る
。
彼
ら
は
道
者
、

道
民
、

道
人
な
ど
と
よ
ば

れ
、
寺
院
に
寄
宿
し
た
り
、
彼
ら
だ
け
で
園
結
し
て
諸
種
の
奉
僻
事
業
に
参
加
し
、
道
路
、
橋
梁
の
造
建
と
い

っ
た
祉
舎
一隅
枇
に
も
首
た
っ

て

い
た
。
ま
た
北
宋
末
に
孔
清
賓
が
創
め
た
白
雲
宗
、
南
宋
初
の
茅
子
元
が
創
め
た
白
蓮
宗
な
ど
の
新
興
数
回
を
支
え
た
の
も
、
こ
う
し
た
奉
併

者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
度
牒
を
持
た
ず
、
法
律
で
は
虚
罰
さ
れ
る
べ
き
不
法
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
の
江
南
で

は
相
嘗
の
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

同
様
の
現
象
は
寺
院
制
度
に
も
み
ら
れ
る
。
宋
代
で
は
、

一
定
規
模
以
上
の
寺
院
に
敷
額
を
下
賜
し
て
そ
の
存
立
を
認
め
る
反
面
、

数
額
を

有
し
な
い
い
わ
ゆ
る
無
額
寺
院
、
規
格
に
及
ば
な
い
小
規
模
な
庵
と
か
堂
な
ど
は
控
訴
の
針
象
と
さ
れ
た
。
し
か
し
貫
際
に
は
、
庵
堂
は
南
宋

以
後
に
激
増
し
、
上
記
の
新
興
数
圏
の
活
動
も
庵
堂
を
操
黙
に
し
て
行
な
わ
れ
た
。
宋
代
の
寺
院
制
度
に
つ
い
て
は
高
雄
義
竪
、
小
川
貫
弐
、

(
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)

 

金
井
徳
孝
氏
ら
の
研
究
が
あ
っ
て
、
公
認
の
有
額
寺
院
の
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
小
規
模
な
庵
堂
ま
で
は
及
ん
で
い
な

ぃ
。
本
稿
で
は
、
庵
堂
に
焦
貼
を
あ
て
て
こ
の
時
代
の
併
数
数
圏
と
祉
舎
と
の
関
係
を
素
描
し
よ
う
と
思
う
。
資
料
の
吠
況
か
ら
、

封
象
の
地

- 2 ー

域
は
雨
新
、
江
西
、
一
幅
建
な
ど
の
江
南
地
域
に
し
ぼ
ら
れ
る
。

五
代
以
前
の
寺
舎
の
名
稽

先
ず
は
じ
め
に
、
庵
堂
の
由
来
を
あ
ら
ま
し
探
っ
て
み
よ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
中
園
で
は
併
数
惇
来
後
の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
信
の

居
胞
を
寺
と
稽
し
た
。
寺
は
官
舎
の
一意
で
あ
る
が
、
最
初
に
西
域
か
ら
や
ゥ
て
来
た
揖
摩
騰
、
位
一法
蘭
ら
を
、
外
園
の
使
臣
を
接
待
す
る
役
所

(

3

)

 

の
鴻
蹴
寺
に
偲
住
い
さ
せ
た
。
そ
の
後
別
の
住
居
に
移
っ
た
が
、
そ
の
本
源
を
忘
れ
な
い
た
め
に
寺
践
を
標
げ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

現
在
ま
で
寺
の
名
稿
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
寺
舎
は
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
り
、
時
代
に
よ

っ
て
も
襲
化
が
み
ら
れ
た
。

〔

4
)

惰
の
璽
裕
『
寺
詰
』
に
は
、
寺
の
名
稿
と
し
て
、
寺
、

浄
住
舎
、
法
同
合
、
出
世
合
、
精
舎
、
清
浄
園
、
金
剛
浄
利
、
寂
滅
道
場
、

遠
離
庭
、

(

5
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た
だ
質
際
に
諸
高
倫
俸
に
嘗
た
っ
て
み
る
と
、

親
近
虚
の
十
種
を
翠
げ
る
。

信
舎
の
名
稽
に
寺
以
外
は
少
な
く
、
梁
の
慧
佼

『高一
倍
停
』
で



は
寺
の
ほ
か
に
は
精
舎
が
み
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
宋
-
初
の
賛
寧
『
大
宋
信
史
略
』
は
、

『
寺
詰
』
中
の
精
舎
の
語
に
注
記
し
て
「
轟
暴
な
る
者

や
す

の
居
る
所
に
あ
ら
ず
」
と
し
、
北
宋
中
期
の
遵
誠
『
調
停
氏
要
覧
』
巻
上
に
も
、
『
樟
迦
譜
』
の
「
心
を
息
ん
じ
て
棲
む
所
を
精
舎
と
い
う
」

等

つ
ま
り
精
舎
と
は
息
心
で
き
る
閑
静
な
場
所
に
あ
る
舎
屋
で
あ
っ

て
、
草
庵
に
近
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

『
高
僧

の
文
が
引
か
れ
て
い
る
。

停
』
巻
二
二
、
借
翼
俸
に
「
草
を
結
ん
で
庵
を
成
し
、
稽
し
て
法
華
精
舎
と
日
う
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
も
っ
と
も
『
高

借
俸
』
中
に
庵
名
の
借
舎
は
み
え
な
い
。
そ
の
黙
は
唐
初
の
道
宣
『
績
吉
岡
信
停
』

で
も
同
じ
で
、
み
え
る
の
は
寺
と
道
場
と
精
舎
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
道
場
が
出
て
く
る
の
は
、
惰
の
場
帯
が
大
業
九
年
〈
六
二
ニ)
天
下
の
寺
を
遁
場
と
改
め
た
こ
と
に
よ
る
が
、
唐
初
に
は
ふ
た
た
び
寺
に

も
ど
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
北
貌
太
武
一帯一
も
寺
を
招
提
と
改
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
方
は
信
俸
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
高
僧

俸
に
限
っ
て
い
え
ば
、
唐
初
ま
で
は
寺
舎
の
名
稽
の
種
類
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
以
後
に
な
る
と
、
名
稽
は
多
様
に
な
る
。
『
大
宋
借
史
略
』
は

『
寺
詰
』

引
用
の
の
ち
「
今
の
義
は
六
種
を
加
う
」
と
し
て、

一
一
は
窟
と
名
づ
く
。
後
貌
、

山
を
撃
っ

て
窟
を
つ
く
り
、

聖
像
及
び
借
居
を
安
置
す
る
が
如
き
、

是
れ
な
り
(
今
洛
陽
龍
門
天
竺
寺
に
石
窟

- 3一

次
の
ご
と
く
記
す
。
括
弧
内
は
割
注
の
文
で
あ
る
。

あ
り
、
那
羅
延
、
金
剛
傍
窟
等
の
如
き
も
の
あ
る
は
、
且
定
れ
な
り
〉
。

二
は
院
と
名
づ
く
(
今
鵡
宗
の
住
持
、

多
く
此
の
名
を
用
い
る
な
り
)。

一は
林

と
名
づ
く
(
律
に
日
く
、
一
林
に
往
す
と
。
経
中
に
逝
多
林
あ
る
な
り
〉
。
四
に
廟
と
白
う

(善
見
論
中
の
嬰
曇
廟
の
如
し
)

0

五
は
蘭
若

(
院
の
相
無

き
者
な
り
〉
。
六
は
普
通
(
今
五
菱
山
に
多
所
あ
る
な
り
〉
。

第
二
の
院
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
例
謹
を
拳
げ
て
説
明
し
て
あ
る
の
は
、
具
瞳
的
で
理
解
し
や
す
い
。
第
一
の
窟
は
あ
ら
た
め
て
説
明
を
要
し
な
い
。
重
要
な
の
は

お
よ
そ
院
に
は
二
種
あ
り
、

寺
内
に
附
属
す
る
別
舎
と
濁
立
の
倫
舎
と
で
あ
る
。
『
宋
高
信
停
』
に
つ
い
て
み
る
と
、
前

者
の
例
は
「
刑
州
開
元
寺
般
若
院
」

(
巻
八
、
一
柳
曾
俸
〉
、

「
安
園
寺
石
拐
伽
経
院
」

(
巻
九
、
鐙
著
停
〉
な
ど
多
く
見
出
さ
れ
る
。

後
者
の
早
い

3 

例
は
、

E
方
(
六
四
七
|
七
二
七
〉
俸
に
「
郵
帥
臭
文
換
侍
中
、
:
:
:
府
に
安
園
院
を
建
て
て
、
法
を
俸
え
徒
を
化
せ
し
む
」

の
で
、
年
代
は
七

O
O年
ご
ろ
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
年
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
濁
立
の
院
が
多
く
な
り
、
さ
ら
に
寺
と
同
じ
く
院
に
針

(
各
八
)
と
あ
る
も



4 

し
で
も
教
額
が
下
賜
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
例
を
奉
げ
る
と
、
巻
一

O
光
瑠
俸
に
、
売
州
節
度
使
王
僚
尚
書
が
奏
請
し
て
額
を
著
け
、

費
員
〔
院
〕
と
競
し
た
と
あ
り
、
巻
二
五
神
智
俸
に
、
袈
休
が
大
中
聖
書
の
院
額
を
奏
請
し
た
と
あ
る
。
ま
た
巻
一

二
法
謹
停
、

巻
一
三
園
紹

俸
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
信
宗
が
院
額
を
下
賜
し
た
こ
と
を
記
す
。
院
読
の
増
加
は
、
賛
寧
が
「
今
稗
宗
の
住
持
多
く
此
の
名
を
用
い
る
な
り
」
と

述
べ
る
よ
う
に
、
唐
末
以
後
の
稗
宗
の
護
展
と
大
い
に
関
係
が
あ
り
、

『
宋
高
信
停
』
で
も
習
稗
篇
に
こ
の
例
が
多
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

濁
特
の
修
行
方
法
を
と
る
樟
信
は
、
は
じ
め
は
律
制
の
寺
に
居
住
し
て
た
だ
院
を
別
に
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

四
)
が
蹄
宗
の
清
規
を
つ
く
り
、
揮
院
を
律
寺
か
ら
濁
立
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
(
巻

一
O
Y

百
丈
懐
海

(
七
四
九
|
八
一

信
舎
に
院
挽
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
寺
と
あ
わ
せ
て
寺
院
と
い
う
語
、
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
語
は
わ
れ
わ
れ
が
ご
く
普
通
に

用
い
て
い
る
が
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
た
も
の
は
な
い
。
そ
も
そ
も

『
鯨
源
』

等
に
こ
の
語
実
は
採
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、

諸
橋

『
大
漢
和
辞
典
』
は
載
せ
て
は
い
る
が

『
宋
史
』
中
の
用
例
を
奉
げ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
寺
院
の
語
は
す
で
に
唐
代
に
も
用
い
ら
れ
て
お

り
、
太
和
年
間
(
八
二
七
|
三
五
)
の
「
候
流
借
尼
敷
」
(
『唐
大
詔
令
集
』
巻

一一

一
一
一
)
に
「
天
下
更
に
寺
院
、
普
通
、

蘭
若
等
を
創
造
す
る
こ
と

- 4ー

を
得
ず
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
遡
っ
て
延
和
元
年
(
七
一
二
)
、
刑
部
尚
書
王
志
惰
が
採
訪
使
と
な
り
、
凌
郊
に
至
っ

て
宣
ベ
た
敷
に
「
あ
ら
ゆ
る

寺
院
の
名
額
無
き
者
は
並
び
に
段
撤
せ
し
め
、
所
有
の
銅
織
傍
像
は
近
寺
に
牧
入
せ
し
む」

と
あ
っ
た

ハ
『
宋
高
信
俸
』
巻
二
六
、
慧
雲
俸
)
。
ま
た

印
宗
(
六
二
七
|
七
二
三
俸
に
、

「
ま
た
款
を
奉
じ
て
、
江
東
の
諸
寺
院
、
天
桂
・
報
恩
に
各
々
戒
壇
を
置
い
て
人
を
度
せ
し
む
」
(巻
四
)
と

み
え
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
は
じ
め
に
は
す
で
に
寺
院
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
先
ず
、
詔
敷
中
の
語
に

(
6〉

あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
林
と
第
四
の
廟
と
は
漢
-
謹
傍
典
中
の
用
語
で
、
中
園
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
唐
代
に
多
く
み
え
る
の
は
、

第
五
の
蘭
若

で
あ
る
。
右
の
「
傑
流
俗
尼
救
」
に
も
み
え
る
が
、
例
の
禽
昌
腰
併
の
際
に
、
寺
四
千
六
百
除
匡
、
招
提
蘭
若
四
高
徐
匿
を
捜
し
た
と
あ
り

招
提
と
蘭
若
の
教
は
寺
の
十
倍
に
近
か
っ
た
。
ま
た
敦
埋
で
も
、
文
書
中
に
十
九
も
の
蘭
若
の
名
が
見
出
さ
れ
る

(
7〉

こ
と
を
、
土
肥
義
和
氏
が
報
告
し
て
い
る
。
蘭
若
は
一
般
に
人
里
離
れ
た
閑
静
な
場
所
に
建
て
ら
れ
た
修
行
場
と
さ
れ
、
寺
院
よ
り
は
規
模
の

(
『
資
治
通
鑑
』
径
二
四
八
)
、



小
さ
い
借
舎
を
い
う
。
賛
寧
も
蘭
若
に
「
無
院
相
者
」
と
注
記
し
て
、
院
の
ご
と
く
に
は
整
っ
て
い
な
い
信
舎
と
み
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は

『
通
鑑
考
異
』
巻
二
二
の
説
明
で
あ
っ
て、

「
蓋
し
官
の
賜
額
す
る
者
を
寺
と
信
用
し
、
私
造
す
る
者
を
招
提
、
蘭
若
と
属
す
」
と
す
る
。
こ
れ

は
寺
院
に
は
救
額
を
輿
え
て
公
認
し
、
私
造
の
庵
舎
は
控
訴
す
る
と
い
う
宋
代
の
寺
院
政
策
を
ふ
ま
え
た
解
穫
で
あ
る
。
第
六
の
普
通
は
普
通

院
と
か
普
通
例
堂
と
よ
ば
れ
、
霊
場
巡
躍
者
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
無
料
の
宿
坊
で
あ
っ
て
、
賃
寧
も
記
す
よ
う
に
、
唐
代
の
五
蓋
山
に
多
く

(

8

)

 

設
け
ら
れ
、
園
仁

『
入
唐
求
法
巡
膿
行
記
』
に
も
み
え
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
庵
に
つ
い
て
、
『
大
宋
信
史
略
』
は
六
義
の
中
に
数
え
て
い
な
い
が
、

『
掴
伴
氏
要
覧
』

は
こ
れ
を
摩
げ
、
先
ず
『
緯
名
』
の

「草
も
て
園

屋
を
つ
く
る
を
庵
と
日
う
」
と
の
原
義
を
引
い
た
の
ち
、
「
西
天
の
信
俗
の
修
行
は
多
く
庵
に
居
る
」
と
述
べ

、
注
に

「
此
の
方
の
君
子
も
亦
、

庵
に
居
る
者
有
り
'
」
と
し
て
、

鳳
祭
緒

『亙
白
書
』
の
陶
談
、
『
逸
土
停
』
の
陶
濯
、
『神
仙
惇
』
の
焦
光
を
例
に
奉
げ
る
。
借
居
の
説
明
に
在
俗

隠
者
の
例
ば
か
り
事
げ
る
の
は
、
唐
代
以
前
に
信
の
庵
居
の
好
例
が
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
貫
際
に
は
、
『宋
高
信
傍
』

に
な
る
と
「
庵
を
其
の
上
に
結
ぶ
」

(巻
九
、
希
遷
俸
)
、

「
草
を
結
ん
で
庵
を
成
す
」

(径

一
O
、
光
落
博
)、

「草
庵
」
(巻
二
七
文
質
停
、
径
三
O

- 5一

自
新
停
〉
な
ど
の
例
は
多
い
。
庵
居
の
こ
と
が
ふ
え
る
の
は
、

院
と
同
じ
く
調
宗
の
設
展
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

っ
て
、

『
祖
堂
集
』
、
『
景
徳

惇
燈
録
』
中
に
は
結
庵
、
草
庵
、

庵
居
、
庵
慮
等
の
語
が
頻
見
す
る。

ま
た
臨
済
義
玄
の
法
嗣
に
は
、
桐
牽
庵
主
ら
四
人
の
庵
主
が

い
た
(『景

徳
鱒
燈
録
』
巻
二
己
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
庵
は
お
お
む
ね
山
中
の
草
庵
で
あ
り
、

そ
こ
で
賛
寧
も
今
義
の
中
に
こ
れ
を
入
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

『
宋
古同
信
傍
』
中
に
は

一
一
一
)
と
庵
名
を
掲
げ
る
も
の
が
あ
り
、

名
額
を
掲
げ
る
ほ
ど
の
建
物
で
は
な
か

っ
た
と
み
ら
れ

「
菅
江
州
鹿
山
香
積
庵
景
超
俸
」
(を

一
例
な
が
ら
-
新
し
い
傾
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

4

、堂
に
つ
い
て
は
、
『
律
氏
要
覧
』
に

「
草
堂
」
を
奉
け
て、

鳩
摩
羅
什
が
長
安
の
大
寺
中
に

一
堂
を
構
え
て
そ
の
中
で
併
経
を
翻
語
し
た
こ

(

9

)

 

と
に
始
ま
る
と
す
る
。
し
か
し
現
存
の
羅
什
俸
に
こ
の
記
事
は
な
く
、
何
に
撲
っ

た
の
か
分
か
ら
な
い
。
む
し
ろ

『
績
古
同
信
傍
』
に
「
〔善
伏
〕

鹿
山
に
往
き
て
遠
公
の
浄
土
観
堂
を
見
る
」
(を
二
O
)
と
か
「
〔徳
美
〕
西
堂
に
お
い
て
機
悔
堂
を
造
る」

(巻
二
九
)
な
ど
、
堂
の
例
が
み
ら

5 

れ
る
。
こ
れ
ら
は
寺
内
の
一

堂
で
あ
る
が
、
唐
代
の
詔
数
、
上
奏
文
に
は
「
村
邑
の
併
堂
」

「
併
堂
、
関
若
」
な
ど
と
み
え
(
『唐
曾
要
』
径
四
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八
)
、
小
さ
な
寺
舎
を
悌
堂
と
よ
ん
で
い
た
。

以
上
の
ご
と
く
、
信
居
の
名
稿
は
時
代
に
よ
っ
て
嬰
遷
が
あ
り
、

と
く
に
唐
代
に
稗
宗
が
隆
盛
に
な
る
と
、

院
と
か
庵
と
よ
ば
れ
る
も
の
が

増
加
し
た
。
院
の
方
は
寺
と
同
等
に
扱
わ
れ
敷
額
の
下
賜
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、

庵
と
か
堂
は
小
規
模
な
建
物
と
し
て
、
信
居
の
う
ち
に

数
え
ら
れ
ず
、

ま
た
名
額
を
掲
げ
る
も
の
は
稀
で
あ
っ
た
。

宋
代
に
お
け
る
庵
堂
の
普
及

宋
代
で
は
、
一
定
の
候
件
を
充
た
し
た
寺
院
に
教
額
を
下
賜
し
て
公
認
す
る
賜
額
制
度
が
徹
底
し
て
貫
施
さ
れ
た
。

そ
の
僚
件
と
は
、

寺
舎

の
康
さ
が
原
則
と
し
て
三
十
問
、
時
に
は
一
百
開
あ
り
、
併
像
等

(
功
徳
)
が
備
わ

っ
て
お
り
、

住
持
の
借
尼
が
居
住
す
る
こ
と
で
あ
り
、

般
に
寺
院
か
ら
地
方
官
街
を
通
じ
て
中
央
の
澗
部
に
申
請
し
、
教
許
を
得
て
名
額
が
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
手
績
き
が
と
ら
れ
た
。
時
に
は
、
朝

明
稗
院
の
額
を
下
賜
し
、
治
卒
四
年
(
一

O
六
七
〉
に
は
英
宗
の
病
気
卒
癒
を
祈
願
し
て
、

そ
の
震
後
に
は
追
一帽
の
た
め
に
書
聖
の
名
額
を
下

- 6 ー

廷
か
ら
天
下
に
寺
院
の
名
額
を
頒
下
す
る
場
合
が
あ
り

太
宗
の
太
卒
輿
圏
三
年
(
九
七
八
)
に
天
下
の
無
名
額
の
寺
院
に
太
卒
輿
園
寺
と
乾

賜
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
州
に
複
数
で
輿
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
北
宋
末
の
崇
幸町寺
額
は
徽
宗
の
祝
書
道
場
と
す
る
た
め
州
の
一

大
寺
に

興
え
ら
れ
た
、
唐
代
の
大
雲

・
開
元

・
龍
興
寺
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
こ
れ
は
天
寧
蔦
蕎
と
改
稿
さ
れ
、
南
宋
初
に
は
報
恩
庚

孝
、
さ
ら
に
は
報
恩
光
孝
と
改
め
ら
れ
て
、
徽
宗
の
無
事
を
祈
願
さ
せ
た
。
北
宋
で
は
天
子
の
恩
恵
と
し
て
た
び
た
び
大
量
の
賜
額
が
行
な
わ

(

叩

)

れ
た
が
、
南
宋
に
な
る
と
開
放
絶
し
た
寺
額
を
移
し
て
新
し
い
寺
院
に
掲
げ
る
こ
と
の
方
が
多
く
な
っ
た
。

お
よ
そ
宋
代
で
は
法
律
上
、
寺
観
を
創
造
す
れ
ば
徒
二
年
と
定
め
ら
れ
(
『慶
元
燦
法
事
類
』
各
五
一
〉
、
教
額
が
な
け
れ
ば
寺
を
造
る
こ
と
は
許

(

日

)

さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
と
に
庵
舎
が
妖
数
徒
の
淵
薮
と
な
る
こ
と
を
警
戒
し
て
、
朝
廷
は
し
ば
し
ば
「
不
許
私
創
庵
舎
」
の
禁
令
を
瑳
し
、
違
法

(

ロ

)

に
庵
舎
を
悔
置
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
罰
金
を
徴
牧
し
庵
舎
と
財
産
を
す
べ
て
籍
混
入
官
せ
し
め
た
。
朱
喜一
な
ど
も
紹
照
元
年
(
一一

九
O
)
湾

州
に
お
い
て
「
女
道
の
還
俗
を
勘
む
る
の
腸
」
を
出
し
、
私
に
庵
舎
を
創
っ
て
居
住
す
る
こ
と
を
き
び
し
く
戒
告
し
て
い
る

(
『
朱
文
公
文
集
』



巻一

O
O
Y
裏
返
し
て
い
え
ば
、
嘗
時
、
地
方
で
私
庵
の
建
立
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
宋
代
以
後
の
諸
借
俸

に
は
っ
き
り
と
表
れ
て
お
り
、
最
後
の
高
僧
停
で
あ
る
如
慢
の

『
大
明
高
信
博
』
に
は
、
庵
読
の
寺
舎
が
一
四
所
も
み
え
、
し
か
も
そ
れ
は
宋

代
の
記
事
に
は
じ
ま
る
。

宋
代
撰
述
の
借
俸
に
つ
い
て
、
庵
舎
の
記
事
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
南
宋
末
に
著
わ
さ
れ
た
天
台
宗
の
史
籍
、
志
磐
『
併
租
統
紀
』
を

み
て
も
、
庵
の
名
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
宋
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
山
家
涯
の
線
帥
で
あ
っ
た
慈
雲
違
式
は
、
天
聖
の
こ
ろ
に
天

竺
霊
山
の
寺
東
に
日
観
庵
を
建
て
、
西
方
を
迭
想
し
て
往
生
業
を
修
し
た
(
各
一

O
Y
杭
州
の
元
浄
は
元
結
六
年
ハ

一
O
九
一
)
に
渡
し
た
が
、

廷
か
ら
園
通
の
庵
名
を
賜
わ
っ
た
こ
と
を
記
す
(
と
も
に
巻
二
)
。

示
寂
の
前
に
方
園
庵
に
入
っ
た
と
あ
り
、
同
時
代
の
戴
昇
は
元
結
聞
に
曾
稽
の
興
一踊
庵
に
居
り
、
庵
に
安
置
す
る
観
音
像
の
霊
験
に
よ
っ
て
朝

南
宋
に
な
る
'と
ま
す
ま
す
多
く
な
り
、
行
人
宗
利
は
這
味
山
に
入
っ
て
一

相
庵
を
つ
く
り
、
思
照
は
小
庵
の
徳
雲
庵
を
築
き
〈
巻
一
四
〉
、
中
校
は
藤
密
庵
に
、
思
究
は
西
山
開
雲
庵
に
そ
れ
ぞ
れ
退
慮
し
、
法
久
は
慈
漫

-7-

の
羅
氏
に
よ
っ
て
園
湛
庵
に
招
か
れ
た
と
あ
る
(
巻
一
五
)
。
と
く
に
在
日
さ
れ
る
の
は
、
妙
雲
は
漠
ロ
呉
氏
庵
に
住
し
、
首
座
蹄
顔
は
桃
源
属

氏
庵
に
佳
し
て
専
志
念
併
し
た
(
巻
一
六
)
と
、
姓
氏
を
つ
け
た
庵
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
呉
氏
、
属
氏
の
つ
く

っ
た
私
庵
で
あ
り
、
前
の
園
湛
庵
も
羅
氏
の
私
庵
と
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
宗
印
の
場
合
、

彼
は
南
湖
(徐
杭
〉
の
周
氏
に
招
か
れ
て
庵
居
し
た

が
、
「
租
量
が
非
法
な
の
で
、
勤
め
て
こ
れ
を
革
め
さ
せ
、
歳
ご
と
に
五
百
餅
を
減
じ
た
」

門
正
統
』
巻
七
で
は
三
百
餅
を
減
じ
た
と
あ
り
、

五
は
三
の
誤
字
か
も
知
れ
な
い
。

ハ
巻
二
ハ
)
と
い
う
。
こ
の
惇
の
出
典
で
あ
る

『
樟

い
ず
れ
に
し
て
も
周
氏
は
、
小
作
料
徴
牧
の
掛
目
を
ご
ま

か
し
佃
戸
を
苦
し
め
た
「
悪
徳
地
主
」
で
あ
り
、
耕
を
改
め
た
こ
と
に
よ
り
小
作
料
が
毎
歳
五
百
石
、
あ
る
い
は
三
百
石
減
じ
た
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
相
嘗
の
大
地
主
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
宗
印
は
そ
の
後
、
雷
峯
の
毛
氏
庵
に
醸
れ
、
さ
ら
に
杜
氏
の
建
て
た
普
光

〔庵
〕
に

招
か
れ
、
嘉
定
六
年
(
一
二
二
ニ
)
呉
中
を
行
化
し
て
、
松
江
の
弟
子
一
行
の
庵
に
至
っ
て
化
滅
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
姓
氏
の
つ
い
た
庵

が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
嘗
時
の
天
台
宗
の
借
た
ち
が
地
方
の
豪
民
、
地
主
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

7 

あ
っ
た
。
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豪
民
の
庵
に
居
住
す
る
風
は
、
開
借
に
も
み
ら
れ
た
。
『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
一

O
、
慶
元
府
二
霊
知
和
庵
主
俸
に
、
「
正
言
陳
公
、

書
室
を
闘

い
て
庵
を
信
用
り
、
師
を
延
い
て
攻
口
参
す
。

-:
宣
和
七
年
(
一

一
一
一
五
〉
扶
坐
し
て
此
の
山
に
終
る
」
と
あ
り
、
官
人
の
陳
氏
が
書
室
を
併
庵

に
し
て
稗
倫
を
招
き
参
稗
し
た
と
い
う
。
ま
た
同
巻
の
卒
江
府
究
海
法
因
庵
主
俸
に
は
、
邑
人
が
庵
を
結
ん
で
法
因
に
居
住
す
る
こ
と
を
命
じ

た
と
あ
り
、
各
一
四
、
呉
越
王
の
後
奇
と
い
う
郵
州
丹
霞
併
智
蓬
庵
端
裕
稗
師
は
「
卒
江
道
俗
の
請
に
街
っ
て
西
撃
に
庵
し
」
、

巻
一

七、

臨
安

府
中
天
竺
療
調
元
妙
調
師
は
隆
輿
改
元
三
二
ハ
三
)
に
足
疾
を
以
っ
て
携
李
の
李
氏
庵
に
退
職
し
た
と
あ
る
。
ま
た
『
叢
林
盛
事
』
に
、
『
嘉

泰
普
燈
録
』
の
撰
者
で
あ
る
正
受
は
醤
〈
奥
輿
鯨
)
の
曾
氏
庵
に
居
り
(
傘
下

「雷
庵
正
受
」
〉
、
姑
蘇
(
卒
江
〉
の
尼
組
鞍
は
同
地
の
楓
橋
李
氏
崎

に
終
っ
た
(
同
「
庵
銃
道
競
」
)
と
あ
り

『
枯
崖
漫
録
』
巻
下
に
も
「
清
烈
庵
主
は
、

臨
安
齢
桃
鯨
湖
西
山
液
氏
庵
に
居
し
た
」
と
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
姓
氏
を
つ
け
た
庵
が
新
西
地
方
に
多
い
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。

同
じ
く
祈
西
を
基
盤
に
し
て
設
展
し
た
白
雲
宗
、
白
蓮
宗
な
ど
の
新
興
数
圏
も
、
大
き
な
寺
院
よ
り
は
庵
堂
を
停
道
の
場
と
し
て
い
た
。
そ

の
こ
と
は
開
租
た
ち
の
行
跡
に
も
は

っ
き
り
と
み
と
め
ら
れ
る
。

ま
ず
白
雲
宗
を
聞
い
た
孔
清
畳
(
一

O
四
三
|
一
一
一
一
一
)
は
洛
陽
登
封
懸
の

- 8ー

人
で
あ
る
が
、

元
結
七
年
(
一

O
九
二
)
に
江
を
渡
り
翌
年
杭
州
の
霊
隠
寺
に
止
住
し
た
。
や
が
て
彼
に
つ
い
て
皐
ぶ
者
が
ふ
え
た
の
で
、
寺

後
の
白
雲
庵
に
居
て

一
宗
を
聞
き
、
そ
の
後
、
除
杭
龍
門
山
の
一踊
地
庵
、
銭
塘
六
和
塔
開
化
寺
後
の
紫
雲
庵
と
居
を
移
し
た
。
道
俗
の
請
に
よ

っ
て
正
済
寺
で

『
華
巌
経
』
を
講
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

大
観
元
年
ハ
二

O
七
〉
に
湖
州
鯖
安
蘇
千
金
市
に
十
地
庵
を
、

烏
程
蘇
脊
山
に

出
塵
庵
を
建
て
て
教
化
に
つ
と
め
た
。
ま
た
そ
の
死
後
、
彼
の
霊
骨
舎
利
は
杭
州
齢
杭
の
南
山
に
葬
ら
れ
、

塔
を
白
雲
、
院
を
並
目
安
と
い
い
、

後
に
普
寧
と
改
め
ら
れ
た
。
崇
徳
鯨
の
甑
山
、
松
林
、

善
住
は
そ
の
行
道
の
所
、
徳
清
懸
の
龍
山
、
超
山
、
方
山
、
乾
元
山
、
諦
安
蘇
の
巌
山

は

じ

(

日

〉

は
み
な
舎
利
分
葬
の
所
で
あ
っ
て
、

「
其
の
宗
は
掌
め
て
斯
右
に
興
る
」
と
い
う
。

(

M

)

 

と
こ
ろ
で
本
山
の
南
山
白
雲
庵
は
、

後
の
記
録
で
は
隆
輿
年
聞
に
停
燈
院
に
改
め
ま
た
普
安
院
と
も
い
い
、

淳
照
七
年
(
二
八
O
)
普
寧

『
樺
門
正
統
』
巻
四
に
載
せ
る
嘉
泰
二
年

三

二

O
二
)
の
臣
僚
の
言
に
「
臨
安
府
除
杭
鯨
南
山
由
雲
庵
道
民
沈

院
に
改
め
ら
れ
た
と
す
る
が
、

智
元
、
進
欲
し
て
救
額
を
乞
う
・
」

と
あ
り
、
こ
の
時
黙
で
も
な
お
公
式
に
は
庵
で
あ
っ
て
敷
額
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

--0・-
J
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「
も
し
本
庵
ま
こ
と
に
先
朝
御
書
の
塔
名
あ
れ
ば
、

ょ

た
だ
屋
字
を
量
留
し
、
就
っ
て
郡
信
を
差
し
て
掌
管
せ
し
め
よ
」
と
あ
り
、
先
帝
よ
り
賜

わ
っ
た
御
書
の
塔
名
の
お
か
げ
で
、
屋
字
の
取
壊
し
は
兎
が
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
奏
獄
中
に
は
、
道
民
ら
の
活
動
に
つ
い
て
「
私
庵
を
期
置
し

て
、
以
っ
て
遁
逃
の
淵
薮
と
帰
す
。
蓋
し
寄
居
-
形
勢
の
家
、
其
の
嘱
托
を
受
け
、
認
め
て
己
が
産
と
震
し
、

名
を
出
だ
し
て
占
援
し
、
曲
げ

て
蓋
克
を
震
す
に
由
り
、
迭
に
州
蘇
を
し
て
敢
て
誰
何
す
る
こ
と
な
か
ら
し
む
」
と
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
。
嘗
時
庵
舎
を
創
建
す
る
こ
と
が
禁

じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
白
雲
宗
徒
は
寄
居
の
官
人
や
形
勢
戸
ら
に
委
帽
濁
し
て
庵
を
彼
ら
の
名
義
と
し
、
官
憲
が
手
出
し
で
き
な
い
よ
う
に
は
か

っ
た
と
い
う
。
前
述
の
姓
氏
を
つ
け
た
庵
の
な
か
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
経
緯
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

臣
僚
は
そ
こ
で
「
寄
居
・
形
勢
の
家
、
前
に
准
っ
て
認
め
て
己
が
産
と
魚
し
、
蓋
克
執
占
し
て
、
拘
束
に
遭
わ
ざ
る
者
は
、

蓋
諌
指
名
し
て
弾

奏
施
行
せ
よ
」
と
上
奏
し
た
。
し
か
し
白
雲
宗
は
そ
の
後
も
「
権
勢
に
影
傍
し
て
私
か
に
其
の
庵
を
立
て
」
「
擢
勢
者
の
輿
衰
好
悪
に
腕
ベ
て
、

屡
々
贋
置
あ
り
」
と
あ
り
、
白
雲
宗
が
い
か
に
深
く
新
西
の
擢
勢
者
と
結
ば
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
樺
勢
者
の
輿
贋
と
庵
舎
の

(

日

〉

一
方
、
白
蓮
宗
の
開
租
茅
子
元
の
方
は
ど
う
か
。
彼
の
も
っ
と
も
詳
し
い
博
記
は
、
元
代
に
白
蓮
宗
復
興
に
つ
と
め
た
普
度
が
著
し
た
『
庫

山
蓮
宗
賓
鑑
』
砦
四
に
記
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
卒
江
府
昆
山
鯨
の
茅
氏
の
子
で
、
父
母
が
早
く
亡
く
な

っ
た
の
で
本
州
延

- 9ー

康
置
と
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
は
、
重
要
で
あ
る
。

鮮
寺
志
逼
に
つ
い
て
出
家
し
、

十
九
歳
で
落
髪
、
澱
山
湖
の
ほ
と
り
に
白
蓮
俄
堂
を
冊
立
し
て
浄
業
を
修
し
た
が
、
四
十
六
歳
の
と
き
江
州
に

流
罪
に
な

っ
た。

『
樟
門
正
統
』
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
事
魔
の
罪
で
あ
っ
た
。
乾
道
二
年

三
二
ハ
六
)
す
で
に
退
位
し
て
い
た
高
宗
に
召
さ
れ

て
徳
蕎
宮
に
行
き
、

浄
土
法
門
を
説
い
て
旨
に
か
な
い
、
特
に
勘
修
浄
業
白
蓮
導
師
慈
恩
宗
主
の
競
を
賜
わ
っ

た。

そ
こ
で
彼
は
臨
安
の
昭
慶

寺
に
お
い
て
祝
害時
謝
恩
の
法
曾
を
営
み
、
そ
れ
を
畢
っ
て
卒
江
に
掃
り
、
某
年
二
月
二
十
二
日
、
鐸
城
の
促
普
建
宅
で
示
寂
、
二
十
七
日
茶
此

松
江
力
及
市
五
港
の
臭
費
昌
宅
に
塔
が
建
て
ら
れ
、

に
附
さ
れ
、

最
勝
之
塔
の
名
を
賜
わ
っ
た
。

巻
四
末
尾
の
普
度
の
後
記
に
、

慈
照
宗
主

9 

の
道
化
は
世
に
盛
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
俸
録
中
に
そ
の
俸
記
が
ま
っ
た
く
載
せ
ら
れ
て
お
ら
な
い
の
で
、
普
度
自
身
が
慈
恩
宗
主
の

(

日

)

事
蹟
を
捜
訪
し
て
集
に
牧
め
た
と
あ
る
。
し
か
し
確
貧
な
史
料
を
得
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
は
卒
年
と
か
流
罪
の
年
な
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ど
肝
心
な
と
こ
ろ
が
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
子
元
の
俸
記
に
は
さ
ら
に
考
謹
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
後
日
に
期
し
た
い
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
黙
は
、
子
元
も
ま
た
湖
西
を
舞
蓋
に
停
遣
し
、
大
寺
で
な
く
て
白
蓮
憤
堂
で
修
行
し
、
最
後
は
信
者
の
宅
で
死
去

IJ~ し、

信
者
の
宅
に
塔
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
の
場
合
も
俸
道
の
援
貼
は
有
額
寺
院
で
は
な
か

っ
た
。
鐸
城
の
場
所
は
分
か
ら
な
い

(

口

)

塔
所
の
方
は
華
亭
(
松
江
府
)
金
吾
里
と
す
る
。
恐
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
同

一
地
離
を

『
至
正
昆
山
郡
志
』
に
は
河
川
郷

(
毘
山
懸
)
と
あ
り
、

指
す
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ご
と
く
、
宋
代
に
な
る
と
信
俸
に
庵
居
の
こ
と
が
多
く
な
り
、
と
く
に
新
興
数
圏
の
場
合
は
庵
舎
が
主
な
俸
道
の
場
で
あ
っ
た。

こ

の
よ
う
な
庵
の
増
加
は
、
他
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
史
料
と
は
、
地
方
志
の
寺
観
の
項
と
宋
元
版
大
識
経
の
刊
記
で

あ
る
。

つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
て
、
宋
元
時
代
の
庵
堂
の
朕
況
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

地
方
志
に
み
え
る
庵
堂

- 10ー

料
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

宋
代
以
後
の
ど
の
地
方
士
山
に
も
寺
翻
の
項
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
寺
観
の
名
稽
と
建
置
年
代
と
が
記
録
さ
れ
、
併
数
史
に
と
っ
て
重
要
な
史L 

た
だ
し
宋
代
の
地
方
志
に
つ
い
て
い
え
ば
、

記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
原
則
と
し
て
有
額
寺
院、

わ
ば
園
家
公
認
の
寺
院
で
あ
り
、

救
額
の
な
い
庵
堂
な
ど
の
記
錬
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
例
え
ば
『
威
淳
臨
安
志
』
巻
七
六
ー
を
八
五
に
載
せ

ら
れ
た
寺
院
は
七
六
二
所
に
の
ぼ
る
が
、
庵
は
城
内
外
を
あ
わ
せ
て
一
三
所
に
す
、ぎ
な
い
。
ま
た
一
踊
州
の

『
淳
岡
山
三
山
志
』
袋
三
三
!
巻
三
八

の
場
合
、
寺
院
総
数

一
五

O
四
所
の
う
ち
庵
は
二
二
所
、

堂
は
七
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
元
代

第

表

以
降
の
地
方
志
に
な
る
と
、
小
庵
ま
で
逐

一
記
録
す
る
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
の
一
が

『
至
順

鎮
江
志
』
巻
九

「
借
寺
」
で
あ
り
、

寺
院
別
に
集
計
す
る
と
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

創
建
年
代
の
分
か
る
庵
は
宋
建
四
、
元
建
六
に
す
ぎ
ず
、
他
は
庵
の
所
在
地
を
記
す
だ
け
で

時
思
庵

(宋
嘉
照
元
年
張
知
剛
建
)
、
丹
陽

あ
る
。
ま
た
丹
徒
懸
の
報
親
庵
(
宋
景
定
中
倉
氏
建
)
、



(
叩
同
)

蘇
の
報
恩
庵
(
元
延
祐
四
年
里
人
東
徳
策
兄
弟
同
建
)
は
じ
め
、
墳
庵
の
多
い
こ
と
は
前
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
鎖
、
江
は
宋
元
代
の
民
衆

傍
数
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
古
利
普
照
寺
の
麓
に
は
龍
筆
曾
が
あ
り

「
白
衣
善
友
焚
修
の
所
」
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
前
述

(

山

口

)

の
ご
と
く
、
元
代
に
白
蓮
宗
復
興
の
立
役
者
と
な
っ
た
普
度
は
丹
陽
廓
蒋
氏
の
子
で
、
威
淳
中
に
出
家
し
て
白
蓮
庵
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
が
後

普
度
は
さ
ら
に
瑞
鷹
堂

一
名
蓮
堂
庵
と
賓
林
庵
と
を
創
建
し
(『隆
慶
丹
陽
懸

志
』
巻
九
)
、
こ
こ
は
元
代
白
蓮
宗
の
一
大
接
黙
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
民
衆
傍
数
の
さ
か
ん
な
土
地
柄
だ
け
に
、
庵
の
建
置
も
多
か
っ
た
と
思

に
培
修
さ
れ
て
丹
陽
の

E
剰
妙
果
寺
と
な
り
元
の
泰
定
年
間
、

わ
れ
る
。
さ
ら
に
妙
果
寺
が
も
と
白
蓮
庵
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
も
と
庵
舎
で
あ
っ
た
も
の
が
大
き
く
な
っ
て
寺
院
に
昇
格
し
た
の
も
、

『
至
順

鎮
江
志
』
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
本
府
の
道
林
寺
は
「
宋
の
紹
興
聞
に
小
庵
を
創
り
、
後
に
漸
く
依
拓
し
て
、
丹
陽
の
腰
寺
の
額
を

請
う
て
之
を
掲
げ
た
」
も
の
で
あ
り
、
寺
に
あ
る
石
刻
に
よ
る
と
も
と
の
庵
は
白
蓮
庵
と
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
は
他
に
も
、
本
府
の

洪
一
隅
寺
〈
乾
道
初
創
建
)
、
安
聖
寺
(
紹
興
中
)
、
丹
徒
鯨
の
卒
等
寺
(
紹
興
中
)
、
長
楽
寺
〈
紹
興
中
〉
、
丹
陽
懸
の
延
慶
寺
(
嘉
泰
中
)
が
あ
り
、

ず
れ
も
南
宋
に
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
鎮
江
で
も
、
南
宋
に
な
っ
て
庵
舎
の
建
置
が
さ
か
ん
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し

-11ー

新
西
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
明
代
地
方
志
に
庵
堂
を
記
す
も
の
が
多
い
。
お
よ
そ
明
代
で
は
、

洪
武
二
十
四
年
(
一
三
九
一
)
と
二
十

七
年
と
に
寺
院
の
大
整
理
が
行
な
わ
れ
て
、
住
信
三
十
人
以
上
の
大
寺
を
叢
林
と
し
、
そ
れ
に
小
さ
な
寺
院
庵
堂
を
合
併
(
蹄
併
〉
し
た
。
鯖

(

初

)

併
さ
れ
た
寺
庵
は
同
三
十
五
年
〈
一
四
O
二
)
に
奮
に
復
し
た
が
、
地
方
志
に
は
蹄
併
時
の
記
録
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

宋
元
時
代
の
朕
況
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
龍
池
清
「
明
初
の
寺
院
」
(『支
那
傍
数
史
皐
』
二
ー
l
四
、
一
九
三
八
年
〉
が
明
初
の
寺
院
統

(

幻

〉

制
策
に
つ
い
て
述
べ
、

『
成
化
湖
州
府
志
』
巻

二ニ、

『
姑
蘇
志
』
巻
二
九
、
巻
三

O
に
よ
っ
て
叢
林
寺
院
、

簡
併
寺
院
庵
堂
教
の
表
を
掲
げ

し
か
し
そ
の
表
の
数
字
に
不
正
確
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
作
表
の
一
意
固
も
異
な
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
南
志
に
基
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
寺

て
い
る
。

院
数
を
集
計
し
た
表
(
第
二
表
、
第
三
表
)
を
作
成
し
た
。

て
多
く
、
蘇
州
府
で
は
庵
の
敷
四
八
七
は
寺
院
す
べ
て
を
併
せ
た
数
二
四
一
の
ほ
ぼ
二
倍
で
あ
り
、
湖
州
府
で
も
贋
寺
院
を
除
け
ば
、
寺
院
数

二
一
六
に
封
し
庵
堂
は
二
三

O
と
な
り
、
庵
堂
の
方
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
明
初
の
寺
庵
整
理
の
と
き
に
登
録
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
、

鯖
併
の

こ
れ
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
ご
と
く
、
蘇
州
府
で
も
湖
州
府
で
も
庵
堂
の
教
は
き
わ
め

11 



明
代
蘇
州
府
寺
院
統
計

城

一
郭

外

一
箆

四

O
一

一一一一

一

一七一一

一
O
一
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第
二
表

在

| 七一一
五六九四七

山

一
常

軌一

一
呉

ι
一
嘉

九

一

一
O
一

一一一

一

一
二

三

一

五

一

O
一

六
一

五

一

0
一

0
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o
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定

一
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倉
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一
色
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一

O
l崇

0000四 l 明

第
三
表

明
代
湖
州
府
寺
院
統
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一¥¥」
凶)一
同
1
1

叢

林

寺

一

九

一

一九

錫

併

寺

一

O
一

二
四

一

院

一
一

一

庵

五

一

七
九

-

堂

O
一

一
腹

寺

八

一

-

院

四

一

一

庵

O
一

四 一斗

八四六三 |ロl

五七 O五六

一一-ー

腸

10000九 六 六 一 安

長

一 五一一一
0000二 三 00 興

安

一
-0五 O六七三六 τ口と

得、|

一 一
000二 二二五二 清

武

一 一
00七三四五 O七 康

孝

一
0000七一一 0 堕

二三 二六六 八
一三二 六四三九四
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封
象
に
入
ら
な
か
っ
た
小
さ
な
庵
堂
は
も
っ

と
多
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
蘇
州
府
の
庵
に
つ
い
て
、
創
建
年
代
別
に
集
計
し
た
表
が
第
四
表
で

0九 一

あ
る
。
南
宋
は
約
一
五

O
年
を
ほ
ぼ
五

O
年
ご
と
に
三
期
に
分
け
、
前
期
日
建
炎
J
乾
道
(
一
一
一

一
七
|七
三
)
、
中
期
H
淳
照
J
嘉
定

(一

一
七

四
ー
二
三
四
)
、
後
期
日
賓
慶
J
威
淳
(
一
二
二
五
l
七
四
)
と
し
た
。

こ
の
表
で
分
か
る
こ
と
は
、
庵
の
建
置
が
南
宋
以
後
増
加
し
、
そ
れ
が

王
朝
末
期
の
祉
曾
不
安
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

元
代
に
い
た
っ
て
頂
黙
に
達
し
た
こ
と
で
あ
る
。
南
宋
で
も
後
期
に
な
っ
て
激
増
す
る
の
は
、



第
四
表

明
代
蘇
州
府
庵
舎
創
建
年
代
統
計

不 '/ 1/ 南宋前期 北豆

計明明元佳後期期中 宋前代以

在

七 一一一
六四三八二 一四三一 城

郭
一
七 六四 一 一
二二三七九 九五二五 外

昆

一
三 0一四六二 000 山

常

八 0一 八 二四六六一 熟

臭
一
一 五三
三 二 四 三 五九七二一 江

嘉

一一

五五 00四 一 三一 一 定

太

主m主多 I 

000000000 明

四 二一
計八 一 一 O二三五二一

七三二七七六六六 O

数
値
で
あ
る
。

ろ
う
。
南
宋
後
期
約
五

0
年
聞
に
一
二
七
所
と
い
う
の
は
、

『
嘉
靖
昆
山
懸
士
山
』
巻
四
に
、
岡
田
耕
の
寺
観
に
つ
い
て
、

一
年
卒
均
に
し
て
二
・
五
所
に
な
り
、
元
朝
一

0
0年
聞
の
年
卒
均
よ
り
も
高
い

- 13一

謹
し
み
て
按
ず
る
に
、
老
傍
の
宮
は
宋
よ
り
盛
ん
な
る
は
莫
く
、
元
よ
り
濫
な
る
は
莫
し
。
我
が
園
朝
に
逮
ん
で
、
殊
に
落
実
た
り
。
都

cる者
、
有
司
し
ば
し
ば
部
搬
を
奉
じ
て
無
額
の
庵
院
を
贋
捜
す
。
固
よ
り
崇
正
期
邪
の
善
政
な
り
。

と
記
す
こ
の
地
方
の
建
置
傾
向
は
、
右
表
と
合
致
す
る
。
試
み
に
同
巻
に
登
載
す
る
寺
庵
を
『
姑
蘇
志
』
の
と
比
べ
て
み
る
と
、
後
者
の
叢

林
、
開
併
を
あ
わ
せ
て
寺
は
一
一
一
所
〈
右
表
以
外
に
一
寺
あ
り
)
中
一

O
所
ま
で
前
者
に
み
え
る
の
に
射
し
、
庵
の
方
は
一
三
所
中
わ
ず
か
四
所

し
か
嘉
靖
年
聞
に
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
嘉
靖
時
の
庵
院
贋
虫
策
の
結
果
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
『
嘉
靖
常
熟
蘇
志
』
巻
一

O
の
場
合
、
庵

の
線
教
は
同
じ
く
三
八
所
で
饗
わ
ら
な
い
が
、
南
書
で
名
稽
の
一
致
す
る
も
の
は
一
七
所
、
太
倉
州
に
移
っ
た
も
の
一
所
で
あ
り
、
約
牟
敷
の

13 

二
O
所
は
新
し
い
庵
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
寺
院
よ
り
は
庵
の
方
が
起
慶
が
は
げ
し
く
、

て
庵
の
減
少
を
み
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
度
々
の
整
理
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
代
を
逼
じ
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新
西
の
明
代
地
方
志
で
い
ま

一つ
重
要
な
の
は
『
正
徳
松
江
府
志
』
で
あ
っ
て
、
そ
の
巻

一
八
|
巻
二

O
に
明
-
初
の
寺
庵
蹄
併
の
欣
況
を
記

載
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
宋
代
に
は
秀
州
(
皮
元
元
年
嘉
輿
府
に
陸
る
〉
に
麗
し
、
元
代
も
嘉
輿
路
に
属
し
た
と
こ
ろ
で
、
明
初
の
属
蘇
は
華

亭
と
上
海
、
ど
ち
ら
も
例
数
の
さ
か
ん
な
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
雨
鯨
の
寺
院
庵
堂
の
教
を
集
計
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

上
海
豚

叢
林

一九、

蹄
併
寺
九
、

同
院
六
、

不
経
蹄
併
寺

一
O
、
同
院
一
九
、
同
庵
七
、
尼
寺
八
。

同
庵
四
五
、
同
堂
て
不
鰹
鯖
併
寺
因
。

同
庵
六
八
、
同
堂
四
、

華
亭
問
料

叢
林
二
五
、
開
併
寺
一

二、

同
院
二
ハ
、

こ
こ
で
も
や
は
り
庵
堂
の
数
は
寺
院
総
数
に
ほ
ぼ
匹
敵
し
、
寺
院
の
な
か
で
も
も
と
は
庵
堂
で
あ
っ

た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば

「
白
雲
数
を
宗

開
山
」
と
記
す
も
の
の
多
い
貼
で
あ
る
。

と
す
る
」
妙
巌
数
寺
は
威
淳
聞
に
信
智
の
建
、
も
と
三
乗
庵
と
い
っ
た
と
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
寺
庵
創
建
に
つ
い
て
「
邑
人
某
建
、
沿
間
某

い
う
ま
で
も
な
く
土
地
の
人
が
創
建
し
信
を
招
い
て
開
山
〈
初
代
住
持
〉
に
し
た
寺
庵
で
あ
り
、
大

抵
は
ロ
巴
人
の
私
寺
私
庵
で
あ
ろ
う
。
ま
た
王
高
三
な
る
者
が
建
て
た
の
で
俗
に
王
家
寺
と
呼
ぶ
上
海
叢
林
の
南
浄
土
講
寺
、
宋
の
嘉
泰
聞
に
里

人
郷
運
幹
が
宅
を
施
捨
し
て
建
て
た
の
で
俗
に
郡
家
寺
と
呼
ぶ
南
康
一
幅
寺
な
ど
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
私
寺
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
地
方
で

も、

葦
墳
庵
、
陸
墳
庵
、
張
墳
庵
、
戴
墳
庵
そ
れ
に
時
思
庵
、
致
思
庵
、
孝
恩
庵
な
ど
の
墳
庵
が
多
く
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
土
地
の
豪
民
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と
寺
庵
の
結
び
つ
き
は
こ
こ
で
も
緊
密
で
あ
っ
た
。

四

大
蔵
経
刊
記
に
み
え
る
庵
堂

新
西
の
庵
の
朕
況
を
う
か
が
わ
せ
る
い
ま

一つ

の
史
料
は
、
こ
の
地
域
で
刊
刻
さ
れ
た
大
識
経
刊
記
で
あ
る
。
木
版
印
刷
術
の
護
達
に
と
も

な
い
、
宋
元
時
代
に
は
遼
金
を
含
め
て
お
よ
そ
十
種
の
蔵
経
が
刊
刻
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
南
宋
末
か
ら
元
代
に
か
け
て
卒
江
府
陳
湖
の
積
砂
延

翠
院
(
の
ち
に
寺
と
な
る
)
で
開
版
の
い
わ
ゆ
る
「
積
砂
臓
』
と
、
元
初
の
杭
州
普
寧
寺
で
白
雲
宗
が
中
心
に
な

っ
て
刊
刻
し
た
『
普
寧
蔵
』
の

各
組
巻
の
刊
記
は
、
併
数
史
お
よ
び
吐
曾
史
の
史
料
と
し
て
か
ね
て
よ
り
諸
家
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

筆
者
も
部
分
的
に
こ
れ
を
利
用

(

勾

)

し
た
こ
と
が
あ
る
。
雨
識
と
も
ひ
ろ
く
漸
西
の
借
俗
信
者
か
ら
浄
財
を
集
め
て
開
版
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
記
に
は
、
施
入
者
の
居
躍
と



姓
名
、
施
入
の
金
額
、

祈
願
の
内
容
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

施
入
者
は
在
俗
の
信
者
|
|
多
く
は
受
戒
し
て
法
名
を
も
っ
優
婆
塞
、
優
婆
夷

ー
ー
と
寺
庵
に
居
住
す
る
比
丘
、
遁
者
た
ち
で
あ
る
。
ま
ず
『
積
砂
菰
』
に
つ
い
て
、
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

(

お

)

『
積
砂
臓
』
は
現
存
す
る
経
巻
の
刊
記
年
代
か
ら
み
る
と
、
南
宋
末
の
紹
定
四
年
(
一

二
三
一
)
七
月
に
は
じ
ま
り
威
淳
八
年
(
一
二
七
二
)

六
月
ま
で
刊
刻
し
て
一
旦
中
断
、
元
の
大
徳
元
年
ハ
一
二
九
七
〉
に
再
開
さ
れ
て
至
治
二
年
(
二
ニ
ニ
二
〉
に
移
っ
て
い
る
。
南
宋
末
の
募
縁
者

の
居
慮
は
卒
江
府
下
の
諸
鯨
と
嘉
輿
府
華
亭
懸
と
に
限
ら
れ
る
。
卒
江
府
は
延
聖
院
の
所
在
地
で
あ
っ
た
か
ら
嘗
然
と
し
て
も
、
そ
れ
に
華
亭

鯨
が
加
わ
る
の
は
、
延
聖
院
を
聞
い
た
寂
室
師
元
が
華
亭
の
人
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
師
元
は
「
大
い
に
蓮
宗
を

闘
い
た
」
(
道
術
『
諸
上
善
人
詠
』
)
白
蓮
宗
の
法
燈
を
つ
い
だ
者
で
あ
り
、
筆
亭
は
宗
祖
茅
子
元
の
俸
道
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
。
後
期
で
は
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
籍
設
事
件
で
知
ら
れ
る
こ
の
地
の
大
富
豪
朱
清
(
文
清
〉
、
張
道
一
家
の
莫
大
な
寄
進
を

う
け
、
ま
た
西
夏
大
蔵
経
を
刊
行
し
た
前
松
江
路
借
録
管
主
八
も
開
版
に
協
力
し
た
。
こ
の
時
期
の
施
財
者
は
杭
州
に
も
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
大
寺

の
比
丘
や
高
位
の
僧
俗
官
も
加
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
い
ま
取
り
上
げ
る
の
は
前
期
、
南
宋
末
の
寺
と
庵
と
で
あ
る
。
『
影
印
宋
積
砂
識
経
』

に
つ
い
て
み
る
と
、
寺
で
は
卒
江
府
の
妙
堪
寺
、
慧
栗
寺
、
大
慈
寺
、
査
書
稗
寺
(
尼
寺
〉
、
華
亭
懸
の
超
果
寺
、
普
照
寺
、
質
相
寺
〈
尼
寺
)、

輿
一
踊
院
が
あ
る
。
興
一
隅
院
を
除
い
て
い
ず
れ
も
『
姑
蘇
志
』
『
松
江
府
志
』
に
著
録
さ
れ
、
と
く
に
借
寺
は
明
初
に
叢
林
と
な
っ
た

E
刺
ば
か

り
で
あ
り
、
こ
の
蔵
経
開
版
が
南
地
域
の
併
数
界
奉
げ
て
の
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
庵
の
方
は
次
の
ご
と
き
八
所
が
み
え
る
。
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-
並
日
明
庵

無
記
居
慮

比
丘
道
戒

威
淳
八
年
(
一
二
七
二
〉

(
九
羽
十
)

3
輯
善
庵

〔
卒
江
府
果
江
蘇
〕
久
一
詠
郷

借
文
戒 淳

一
茄
二
年
(
一
二
四
二
)
三
月

(η
朔
一
〉

紹
定
五
年
(
二
三
二
〉
五
月

(
部
乃
八
〉

2
永
慕
庵

嘉
輿
府
華
亭
蘇
今
山

比
丘
清
月

4
査
書
庵

華
亭
蘇
郭
漉

比
丘
普
信

嘉
照
四
年
(
一
一

一四
O
)
(
川
傷
三
)

嘉
照
三
年
(
一
二
三
九
〉
二
月
(
川
傷
五
〉

道
者
陶
普
費
〔
嘉
照
四
年
〕
(
川
女
八
)
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5
迫
遠
庵

6
四
十
願
庵

牽
亭
鯨
北
郭

華
亭
蘇
新
江
郷 比

丘
妙
貫



8
崇
慶
庵

華
亭
蘇
長
人
郷
十
八
保
六
嘉
塘
北
朱
放
水
西

尼
信
組
措
等

淳
一
府
八
年
(
一
二
四
八
)
三
月
(
仰
鍾
六
〉

(
山
崎
前
八
〉

〔淳一疏
三
年〕

16 

7
陳
茂
中
庵

卒
江
府
長
洲
蘇
呉
宮
郷
二
十
都

比
丘
宗
鑑

以
上
の
八
庵
は
残
念
な
が
ら
、
す
べ
て
明
代
地
方
志
に
は
著
録
し
な
い
。
た
だ
名
稿
に
よ
っ
て

2
と
5
と
は
墳
庵
、
7
は
陳
茂
中
の
建
て
た

私
庵
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
施
主
は
お
お
む
ね
比
丘
と
尼
備
と
で
あ
る
が
、

6
だ
け
は
道
者
陶
普
究
と
い
う
在
俗
の
遁
者
で
あ
る
。
も
っ
と

も
普
魔
は
俗
名
で
は
な
く
て
受
戒
者
の
法
名
で
あ
り
、
彼
は
寺
庵
に
住
ん
で
修
行
し
、
あ
る
い
は
雑
用
を
行
う
宇
俗
牢
信
の
者
で
あ
る
。
ま
た

こ
こ
に
は
掲
げ
な
い
が
、
景
定
二
年
(
一
二
六
一
)
陸
道
源
が
募
縁
し
た
者
の
な
か
に
臭
十
九
庵
主、

沈
百
四
庵
主
と、

俗
人
で
庵
主
に
な
っ

(

μ

)

 

て
い
る
者
も
い
た
(
問
鳳
口
)。
こ
の
よ
う
に
宋
代
の
『
積
砂
戴
』

刊
記
に
み
え
る
庵
の
教
は
少
な
い
が
、

嘗
時
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
庵
の
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

が
多
い
。

『
噴
砂
蔵
』
に
腫
を
接
す
る
ご
と
く
、
元
朝
の
江
南
征
服
直
後
か
ら
始
め
ら
れ
た

『
普
寧
蔵
』
に
な
る
と
、

そ
の
刊
記
中
に
庵
を
記
す
も
の

『普
寧
臓
』
は
東
京
、
増
上
寺
に
ほ
ぼ
全
臓
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
調
査
し
た
『
増
上
寺
史
料
集
別
各
』

(大
本
山
崎
唱
上
寺
、

(

お

)

わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
貴
重
な
史
料
集
で
あ
る
。
以
下
、
刊
記
引
用
に
あ
た
っ

- 16ー

一九
八
一
年
)
「
増
上
寺
三
大
識
経
目
録
元
版
」
中
の
刊
記
集
は
、

て
は
、
同
書
の
刊
記
番
挽
を
記
し
、

経
題
等
は
省
略
す
る
。
増
上
寺
本
に
は
三
二
帖
の
絞
落
が
あ
り
、
ま
た
印
刷
不
鮮
明
の
た
め
の
依
字
誤
字

も
見
う
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
我
が
園
に
博
存
す
る
他
寺
の
識
本
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

一
は
京
都
、
南
蹄
寺
識
経

(

お

)

で
あ
っ
て
、
刊
記
は
す
で
に
『
悌
典
研
究
』
に
登
載
さ
れ
て
お
り
、
割
校
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
こ
の

『
普
寧
蔵
』
経
を
に
は
元
貞
二
年

(
一
二
九
六
〉
至
大
元
年
(
一
一
一
一
O
八
)
皇
慶
三
年
〈
二
三
四
〉

等
の
印
造
題
記
の
あ
る
後
刷
の
も
の
が
入
っ
て
い
る
の
で
、

増
上
寺
本
に
な
い

印
記
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
臓
本
は
(
南
)
と
略
記
す
る
。
そ
の
二
は
飛
騨
安
園
寺
臓
経
、
酒
井
忠
夫
氏
に
よ
っ
て
増
上
寺
本
に
絞
落

(

幻

)

し
た
刊
記
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
(
安
)
と
す
る
。

以
上
の
史
料
に
基
い
て
、
刊
記
に
み
え
る
庵
名
を
拾
う
と
、
次
の
ご
と
く

で
あ

る
。
な
お
(
南
)

(
安
)
の
注
記
は
封
校
に
用
い
た
と
き
と
、
増
上
寺
本
に
な
い
場
合
と
の
み
掲
げ
た
。

杭
州
路
〔
除
杭
鯨
〕
一
幅
慶
庵
(
加
)
、

〔
銭
塘
蘇
〕
惟
一

庵
(
部
等
)
普
恵
庵

(山)、

〔
盟
官
鯨
〕
王
庵

(m〉



卒
江
路
〔
果
牒
〕
綿
持
庵
(
印
)
、

〔
果
江
蘇
〕
遁
済
浴
室

庵

(
川
等
)
逼
済
騨
庵
(
問
、

南
三
)
崇
先
庵
(
別
)
逼
済
庵
(
川
〉
忠
厚
庵

(
安
)

嘉
輿
路
〔
嘉
輿
鯨
〕
普
照
稗
庵
(

η

)

顧
墳
(
肝
)
慶
寄
庵
(
m
m
等
〉
陸
宅
墳
(
m
m
)

積
善
庵
(
川
)
崇
員
庵
(
叩
〉
普
光
稗
庵
(
旧
等
〉

報
徳
庵
(
叩
)
浄
居
庵
(
別
)
園
逼
庵
(

m

)

許
墳
(
加
)
婁
墳
(
加
〉
華
厳
子
庵
(
叩
〉
普
慧
庵
(
南
一
)
報
勧
墳
庵
(
南
一
)
、

〔起用

徳
鯨
〕
逼
利
庵
(

4

)

園
明
庵
(
m
M
〉
寂
照
庵
(
川
)
国
費
庵
(
加
)
噴
遠
庵
(
山
〉
浄
信
庵
(
加
)
、

〔海
盟
蘇
〕
陳
宅
墳
(
川
〉
陳
宅

清
庵
(
加
〉

湖
州
路
〔
烏
程
鯨
〕
薄
商
庵
(
m
m
等
)
佑
口
庵
(
辺
)
施
口
庵
(
幻
〉
蝿
成
庵
(
お
〉
費
林
庵
(
印
)
一踊
田
子
庵
(
山
)
資
一幅
庵
(
出
)
華

巌
庵
(
加
〉
員
際
庵
(
別
)
揺
山
経
堂
(
川
〉
、
〔
鯖
安
懸
〕
白
雲
庵
(
日
、
南
)
畳
園
庵
(
部
等
)
崇
員
庵
(
位
)
一
帽
城
庵
(
邸
等
)
口

門
庵
(
川
〉
抱
持
庵
(
即
等
〉
費
園
子
庵
(
川
)
重
注
羅
新
庵
(
問
、
南
=
一
〉
寂
照
庵
(
山
)
定
慧
庵
(
山
)
普
済
期
口
(
堂
)
(
別
〉
、

〔
長
輿
懸
〕
張
公
庵
(
臼
)
妙
徳
庵
(
何
等
〉
、
〔
徳
清
鯨
〕
国
明
庵
(
臼
等
)
定
慧
庵
(
問
、
南
二
〉
、
〔
武
康
鯨
〕
億
書
庵
(

m

均
等
)
竹

- 17一

隠
庵
(
川
)
定
慧
庵
(
即
)
善
恵
騨
庵
(
別
)
翠
松
庵
(
加
)
普
光
庵
(
別
)
徳
慧
庵

(
別
)
崇
慶
庵

(
叩
)

常
州
路
〔
無
錫
牒
〕
街
数
庵

(
南
三
、
安
〉

右
に
よ
っ
て
元
代
の
嘉
輿
路
、
湖
州
路
に
庵
堂
の
多
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
前
掲
の
地
方
志
の
統
計
と
軌
を
一
に
す
る
。
た
だ
し
地
方

志
に
同
一
の
庵
名
が
見
出
せ
る
も
の
は
少
な
く
、
嘉
興
鯨
で
は
慶
喜
庵
と
積
善
庵
が

『起
用
頑
嘉
輿
鯨
士
山
』
巻
七
に
、
烏
程
懸
の
報
徳
庵
が

『
成

化
湖
州
府
志
』
巻
一
二
に
み
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
注
目
さ
れ
る
の
は
野
安
蘇
の
寂
照
庵
で
あ
っ
て
、
『
成
化
湖
州
府
志
』
に
「
寂
照
庵
、

在
東
南
徐
巷
村
、
白
雲
宗
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
が
白
雲
宗
敬
固
に
属
す
る
庵
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
地
方
志
の
方
で
は
、
こ
の
ほ
か
に

も
慈
隠
寺
、
瑞
慶
院
、
清
贋
院
、
延
聖
院
、
西
寂
照
庵
が
と
も
に
懸
の
東
南
に
あ
る
白
雲
宗
の
庵
院
と
す
る
。
別
に
、
地
名
が
載
せ
ら
れ
て
い

17 

な
い
た
め
掲
示
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
「
審
掲
出
塵
調
庵
」
(
別
〉
が
あ
り
、
こ
れ
は
前
述
の
孔
清
売
が
開
い
た
烏
程
懸
脊
山
の
出
塵
庵
と
関

連
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
『
影
印
宋
積
砂
競
経
』
荒
十
『
大
般
若
経
』
巻
八

O
に
「
湖
州
路
妙
巌
寺
、
伏
承
十
地
寺
住
持
遁
長
老
施
財
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助
刊
云
々
」
と
十
地
寺
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
も
清
風
%
が
建
て
た
蹄
安
蘇
千
金
市
の
十
地
庵
の
後
身
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
『
普
寧
戴
』
の
開
版

に
つ
い
て
は
、
白
雲
宗
主
の
遁
安
が

『
華
巌
経
普
賢
行
願
品
』

(
山
)
政
尾
に
、
「
庵
院
の
借
入
、
優
婆
塞
と
緊
議
し
た
る
に
、
み
な
快
然
と

し
て
希
有
の
心
を
渡
し
て
、
力
を
施
し
財
を
施
し
て
、
我
が
願
を
増
盆
せ
り

」
と
記
し
、
つ
づ
く
如
志
の
識
語
に
も
、
「
余
れ
明
慶
寂
室
宗
師、

諸
山
揮
数
の
請
を
承
け
、

h
円
ノ

本
宗
の
庵
院
と
と
も
に
如
来
一
大
識
経
板
を
刊
し
て
敬
法
を
流
通
す
る
は
、

質
に
小
縁
に
あ
ら
ず
」

と
記
し
て
お

『
普
寧
蔵
』
は
白
雲
宗
数
園
の
庵
院
僧
俗
あ
げ
て
の
同
心
協
力
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
刊
記
に
み
え
る
庵
院

と
そ
の
倫
尼
優
婆
塞
は
、
す
べ
て
白
雲
宗
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
刊
記
の
記
事
に
即
し
て
、
嘗
時
の
新
西
の
庵
の
質
態
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

川
『
不
空
絹
索
呪
経
』

杭
州
路
南
山
大
普
寧
寺
大
蔵
経
局
、
伏
承
嘉
興
鯨
奉
賢
郷
三
十
九
都
刺
史
浮
(
浬
)
普
光
庵
奉
/
併
優
婆
塞
陳
道
群
施
財
刊
開
/辱
経
萱
各

功
徳
、
資
悼
/
先
師
曹
牽
公
庵
主
、
考
陳
九
承
事
、
批
顧
氏
九
娘
子
、
先
細
兄
陳
宗
公
庵
主
、
同
登
/
口
品
、
受
勝
快
祭
。

至
元
二
十
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年
三
月

日
住
山
樟
如
一
題
。

施
主
は
普
光
庵
に
住
む
優
婆
塞
の
陳
道
鮮
で
あ
り
、
彼
は
す
で
に
受
戒
し
て
法
名
を
名
乗
り
、
師
の
曹
華
公
も
や
は
り
優
婆
塞
で
庵
主
と
な
っ

て
い
る
。
父
母
は
排
行
の
み
記
す
の
で
併
数
に
入
信
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
亡
兄
の
宗
公
は
庵
主
で
あ
り
優
婆
塞
に
な
っ
て
い

た
。
彼
の
法
名
は
お
そ
ら
く
道
宗
で
あ
ろ
う
。
刊
記
に
あ
ら
わ
れ
る
人
名
に
は
借
尼
と
優
婆
塞
、
優
婆
夷
そ
れ
に
ま
っ
た
く
の
俗
人
と
に
分
か

れ
、
優
婆
塞
か
否
か
は
法
名
の
有
無
で
匡
別
で
き
る
。
も
っ
と
も
優
婆
塞
と
な
く
て
も
「
奉
傍
女
弟
子
陸
氏
八
娘
、
法
名
妙
蜜
T
L

(

m

)

と
あ

っ
た
り
、

「奉
併
弟
子
徐
究
達
、
柳
林
陳
努
果
」

(
別
)
の
よ
う
に
名
の

一
字
に
費
、
浄
、
慧
、
道
等
の
併
数
的
文
字
を
用
い
て
排
行
を
記
さ

な
い
の
は
、
受
戒
し
て
法
名
戒
名
を
も
っ
優
婆
塞
・
夷
で
あ
り
、
と
く
に
施
主
に
多
い
。
逆
に
そ
の
父
母
の
場
合
は
一
、
二
を
除
い
て
み
な
俗

人
で
あ
り
、

し
か
も
父
の
大
部
分
は
官
人
で
あ
っ
て

「
承
事
」

「
勝
仕
」
位
一
寸
の
官
階
を
つ
け
る
。
こ
れ
ら
は
損
納
に
よ
っ
て
輿
え
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
に
提
幹
(
川
)
検
法
(
印
〉
同
学
識
(
別
)
余
剣

(m〉
節
幹
(
捌
〉
な
ど
職
事
官
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
う
し



た
官
人
の
子
弟
が
白
雲
宗
に
入
信
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
右
の
陳
氏
の
よ
う
に
、
施
主
以
外
に
も
家
族
の
な
か
に
庵
主
に

な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く、

一
家
を
拳
げ
て
入
信
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

刊
記
に
も
っ
と
も
多
く
あ
ら
わ
れ
る
庵
は
湖
州
路
長
輿
鯨
の
妙
徳
庵
で
あ
っ
て
、
九
巻
に
お
よ
ぶ
。
そ
れ
ら
の
記
事
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の

庵
の
住
持
は
、
至
元
十
六
年
に
茅
道
信
と
あ
る
が
、
十
九
年
に
な
る
と
信
如
信
に
か
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
先
師
竪
公
庵
主
、
考
茅
三

五
承
事
、
批
沈
氏
八
娘
子
は
か
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
茅
道
信
と
信
如
信
と
は
同
一
人
物
で
あ
っ
て
、
至
元
十
六
年
か
ら
十
九
年
の
聞
に
道
信

は
得
度
し
て
備
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
庵
の
所
在
地
の
表
示
も
至
徳
郷
至
徳
里
七
叫
村
か
ら
至
徳
郷
八
都
と
都
制
に
襲
更
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
元
朝
支
配
に
よ
る
地
名
の
改
援
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
妙
徳
庵
に
関
係
す
る
借
俗
は
他
に
七
人
み
え
る
。
ま
ず
(
九
)
は
「
幹

縁
妙
徳
庵
西
堂
許
這
亮
」
と
の
み
あ
っ
て
家
族
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
他
の
六
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
資
薦
す
る
父
母
と
兄
弟
を
記
す
。
刊
記

の
う
ち
必
要
部
分
の
み
を
次
に
掲
げ
る
。

a
妙
徳
庵
陪
堂
奉
併
弟
子
楊
道
圃
:
:
:
上
薦
先
考
楊
十
三
承
事
、
先
批
呉
氏
十
四
娘
子
。
至
元
十
六
年
七
月
。
(
円
〉

b
妙
徳
庵
住
持
茅
道
信
佑
到
本
庵
鄭
文浩
:
:
:
上
薦
考
鄭
六
郎
、
批
謝
氏
三
娘
子
、
兄
鄭
三
五
郎
。
己
卯
(
十
六
)
年
正
月
。
〈
山
)

c
妙
徳
庵
住
持
道
信
化
到
木
口
(
庵
)
楊
智
園
(
固
)
:
:
:
上
薦
考
楊
十
三
郎
、
批
呉
十
四
娘
、

梯
楊
二
十
娘
子
。

己
卯
正
月
。
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(

川

〉

d
妙
徳
庵
住
持
茅
道
信
化
到
本
庵
顧
道
成
:
:
:
上
薦
兄
顧
国
公
庵
主
。
己
卯
年
正
月
。

(
印
)

e
妙
徳
庵
信
如
滞
:
;
:
上
悼
考
鄭
六
承
事
、
枇
謝
氏
二
娘
子
。

至
元
十
九
年
八
月
。
(
捌
)

f
妙
徳
庵
借
如
照
:
:
:
責
巌
考
顧
百
一
承
事
、
批
張
氏
六
娘
子
、
亡
兄
顧
園
公
庵
主
。

至
元
十
九
年
八
月
。

(
捌〉

a
楊
道
固
と

c
楊
智
固
と
は
父
母
を
同
じ
く
す
る
の
で
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、

b
鄭
文
浩
と
d
顧
這
成
と
は
茅
道
信
と
同
じ
く
得
度
し

て
e
借
如
浄
、

f
借
如
照
と
な
っ
た
こ
と
が
、
父
母
お
よ
び
兄
の
名
が

一
致
す
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
一白
雲
宗
の
借
で
「
如
」
字
を
つ
け
る

の
は
、
元
一
初
の
宗
祖
道
安
の
直
弟
子
で
あ
る
。
道
安
は
至
元
十
八
年
春
、
上
都
大
延
蕎
寺
で
示
寂
し
た

(
問
)
か
ら
、
彼
ら
は
十
六
年
八
月
以

降
十
八
年
初
ま
で
に
得
度
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
こ
の
時
期
に
大
量
の
度
信
が
行
な
わ
れ
て
、
白
雲
宗
教
圏
が
飛
躍
的
に
震
展
し
た
よ

19 
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う
で
あ
る
。
な
お
西
堂
、
陪
堂
と
い
う
職
位
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
妙
徳
庵
に
か
な
り
の
信
俗
が
居
住
し
て
い
て
、

そ
れ
ら
を
統
制
す
る
必
要

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
の
庵
に
は
主
堂
、
副
堂
の
稽
呼
も
み
ら
れ
る
。

一
つ
の
庵
に
多
数
の
倫
俗
が
住
ん
で

い
た
こ
と
は
、

湖
州
路
烏
程
廓
烏
鎮
息
塘
に
あ
る
鴻
済
庵
で
も
同
様
で
あ
っ

て
、
刊
記
中
に
借
如
逼

(
m

U

)

沈
道
端
(
却
〉
楼
道
園

(
氾
)
食
智
堅
、
蒋
道
政

(
お
)
の
五
名
が
み
え
、
し
か
も
そ
れ
が
別
々
の
姓
で
あ
っ

て、

分
か
ら
な
い
。
ま
た
杭
州
路
錨
塘
鯨
の
惟

一
庵
の
場
合
(
臼
)
、

お
互
い
の
関
係
は

資
薦
す
る
者
と
し
て
開
山
庵
主
沈
廿
一
居
土
の
ほ
か
に
居
士
二
人
庵
主
五
人

を
列
挙
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
先
庵
主
沈
一
八
居
士
と
沈
廿
三
居
士
、
沈
六
二
庵
主
、
沈
阿
五
庵
主
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
沈
氏
の
私
庵
と
み
ら

れ
る
が
、
別
に
周
、
許
、

馬
、
奈
姓
の
庵
主
が
い
る
。
彼
等
は
沈
氏
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
聞
の
事
情
を
示
唆
す

る
の
は
、
杭
州
瞳
官
燃
の
王
庵
(

m

)

で
あ
る
。
閉
山
は
王
六
庵
主
で
あ
る
か
ら
王
氏
の
私
庵
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
施
主
は
倫
明
達
、
そ

の
父
は
張
四

一
承
事
と
あ
る
の
で
、
彼
も
張
姓
で
あ
る
。

し
か
し
母
は
王
氏
五
十
二
娘
子
と
あ
る
の
で
、
明
達
は
母
の
縁
で
そ
の
寅
家
の
庵
に
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居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
貼
か
ら
す
れ
ば
、
惟

一
庵
の
他
姓
の
者
も
沈
氏
の
縁
者
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
嘗
否
は
と

も
か
く
、

「漸
西
の
豪
民
、
居
る
と
こ
ろ
に
即
い
て
悌
鹿
を
つ
く
り、

家
を嗣
挙
げ
て
倫
尼
と
な
し
、
其
の
数
を
挽
し
て
白
雲
宗
と
日
う
」
(
『滋
渓

文
藁
』
巻
一
一
)
と
あ
る
の
を
、
こ
れ
ら
の
刊
記
は
裏
付
け
て
い
る
。

上
記
の
庵
の
う
ち
に
は
顧
墳
、
陸
宅
墳
、
許
墳
、

婁
墳
庵
、
報
勧
墳
庵
(
嘉
輿
懸
)
、
陳
宅
墳
、
陳
宅
清
(
墳
)
庵

(海
附
封
勝
)
と
い
う
墳
庵
が

多
く
み
ら
れ
る
の
も
重
要
で
あ
る
。
墳
字
が
な
く
て
も
崇
先
庵
、
報
本
庵
な
ど
も
墳
庵
で
あ
ろ
う
。
墳
庵
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
白
雲
宗
教

園
の
権
貴
、
豪
民
と
の
つ
な
が
り
の
緊
密
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る。

そ
の
住
持
は
借
と
優
婆
塞
の
ど
ち
ら
も
あ
り
、

い
ず
れ
も
墳
主
つ
ま
り
墳

(
叩

ω
)

庵
の
所
有
者
と
は
姓
を
異
に
し
て
お
り
、
墳
主
は
檀
越
と
し
て
資
薦
さ
れ
て
い
る
。
南
稗
寺
本
『
大
賓
積
極
』
巻
九
八
等
の
題
記
に
は
、
嘉
輿

鯨
象
賢
郷
二
十
二
都
桃
花
里
に
居
住
す
る
嘉
興
路
西
水
姑
戸
の
美
智
源
が
、
至
元
二
十
四
年
に
墳
庵
を
建
立
し
、

『
普
寧
減
』

一
臓
を
購
い、

借
を
請
じ
て
口
論
せ
し
め
る
と
あ
り
、
元
貞
二
年
(
一
二
九
六
)
五
月
の
日
附
を
有
す
る
。

す
な
わ
ち
墳
庵
の
場
合
は
、
所
有
者
が
住
持
の
借

を
招
く
の
が
一
般
の
よ
う
で
あ
る
。



大
識
経
の
刊
記
と
い
う
の
は
一
黙
だ
け
で
は
無
味
乾
燥
な
も
の
で
あ
る
が
、

教
を
集
め
て
検
討
し
て
み
る
と
興
味
深
い
事
柄
が
い
ろ
い
ろ
と

浮
ん
で
く
る
。
こ
と
に
『
普
寧
蕗
』
の
刊
記
は
、
新
興
数
圏
白
雲
宗
の
活
動
朕
況
、
元
初
漸
西
の
宗
教
社
舎
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重

で
あ
る
。
た
だ
白
雲
宗
は
既
成
傍
数
と
は
相
嘗
に
性
格
の
ち
が
っ

た
数
圏
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
庵
の
欽
況
が
嘗
時
一

般

的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
庵
や
墳
庵
の
あ
り
方
な
ど
は
、
何
も
白
雲
宗
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
次
に
述
べ

る
白
蓮
宗
で
も
、
同
様
の
献
況
が
み
ら
れ
る
。

五

白
蓮
宗
の
庵
堂

「
其
の
飴
黛
数
習
し
て
、
今
に
至
っ
て
盛
ん
と
震
る
」
と
南
宋
末
の

『
併
租
統
紀
』
に
記
す
が
、
宋
代
で

(
m
U
〉

の
具
韓
的
な
事
蹟
は
明
ら
か
で
な
い
。
白
蓮
宗
の
活
動
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

元
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
劉
壊
『
水
雲
村
菓
』

巻
三
「
蓮
枇
首
内
縁
堂
疏
」
に
、
東
菅
の
慧
遠
が
聞
い
た
白
蓮
祉
は
そ
の
ご
時
が
た
つ
に
し
た
が
っ
て
盛
ん
に
な
り
、
こ
と
に
元
朝
が
南
北
を
統

一
す
る
と
さ
ら
に
盛
大
さ
を
加
え
て
、

「
歴
都
過
邑
い
わ
ゆ
る
白
蓮
堂
な
る
も
の
有
ら
ざ
る
な
く
、
緊
徒
多
き
は
千
百
に
至
り
、

少
な
き
も
百

白
蓮
宗
は
開
祖
茅
子
元
の
の
ち
、

- 21ー

人
を
下
ら
ず
、
更
に
少
な
き
も
猶
お
数
十
な
り
。
棟
字
宏
麗
、

像
設
巌
整
に
し
て
、
乃
ち
究
宮
道
殿
と
匹
敵
す
る
に
至
る
。
蓋
し
誠
に
盛
ん
な

(

叩

)

り
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
臭
澄

「
舎
善
堂
記
」
に
も
、

「
併
法
の
外
、
抗
し
て
蓮
教
と
日
う
も
の
あ
り
、
千
年
を
歴
て
其
の
数
い
よ
い
よ
盛

ん
に
し
て
、
躍
併
の
屋
は
天
下
に
遁
し
」
と
、
元
代
に
お
け
る
白
蓮
堂
の
盛
況
ぶ
り
を
俸
え
て
い
る
。
元
代
の
白
蓮
宗
な
い
し
白
蓮
数
の
活
動

と
元
朝
の
封
慮
等
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
で
そ
れ
ら
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
白
蓮
宗
の
庵
堂
が
ど
の
よ
う

に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
元
人
文
集
中
の
史
料
を
用
い
て
う
か
が

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
一
は
、

直
埼
『
圭
峯
集
』
巻
下
「
東
披
善

(

町

山

)

膳
庵
記
」
で
あ
り
、
そ
の
要
旨
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

至
正
二
十
一
年
(
一
一
一
一
六
一
〉
直
埼
が
一隅
州
一幅
清
蘇
卒
南
の
東
放
に
行
き
善
腰
庵
に
至
っ
た
と
こ
ろ
、

あ
る
日
、
借
究
員
と
優
婆
塞
陳
費

21 

柴
と
が
や

っ
て
来
て
い
う
に
は

こ
の
庵
は
大
徳
己
丑
(
?
)
に
創
建
さ
れ
、
至
元
戊
寅

(四
年
、

二
二
三
八
)
に
重
建
さ
れ
た
。
陳

・
何



22 

二
師
が
経
営
し
、
そ
の
数
は
東
林
の
違
法
(
白
蓮
宗
)
で
あ
る
云
々
と
。
ま
た
い
う
、
庵
は
も
と
陳
究
竪
の
宅
で
あ
っ
た
。
究
竪
は
社
年
に

な
る
と
浄
業
を
修
し
て
、
安
一幅
庵
を
建
立
し
た
。
や
が
て
外
に
出
て
、
す
ぐ
れ
た
導
師
に
つ
い
て
併
遁
を
究
め
、
開
る
と
、

東
技
に
あ
る

私
宅
を
庵
に
し
、
敷
地
を
ひ
ろ
げ
て
併
殿
と
翻
一耳
目
閣
を
つ
く
っ
た
。

と
、
そ
の
徒
陳
究
慶
が
後
を
嗣
い
で
、
庵
を
重
新
し
、
そ
の
絵
財
で
田
若
干
畝
を
買
っ

て
牧
入
を
食
費
に
充
て
た
。
こ
の
こ
と
は
賛
慶
が

そ
の
事
業
を
成
し
と
げ
た
の
は
陳
究
正
で
あ
る
。

提
堅
が
老
い
る

主
と
な
っ
て
行
な
い
、
魔
-
新
、
究
築
と
林
某
と
が
協
力
し
た
。
究
員
は
東
庵
と
蹴
し
魔
竪
の
孫
で
あ
り
、

究
栄
は
桂
堂
と
抗
し
究
慶
の
弟

子
で
あ
る
と
。

他
の
四
人
と
の
関
係
が
分
ら
な
い
が
、

こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
は
み
な
「
魔
」
字
を
つ
け
て
い
て
、
彼
ら
が
白
蓮
宗
徒
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

五
人
の
う
ち
陳
究
正
だ
け
は

四
人
に
つ
い
て
は
、
庵
の
創
建
者
陳
費
竪
の
孫
が
借
の
究
員
で
あ
り
、

提
堅
の
徒
弟
が
畳
慶
、
そ
の
弟

子
が
優
婆
塞
の
陳
先
祭
で
あ
る
。
し
か
も
と
も
に
陳
姓
で
あ
る
か
ら
、

五
人
は
同
族
で
あ
り
、

善
隈
庵
は
一幅
清
陳
氏
の
私
庵
に
ほ
か
な
ら
な

ぃ
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
所
属
す
る
も
の
が
血
縁
と
法
系
と
で
結
ば
れ、

ま
た
信
と
優
婆
塞
と
が
い
る
貼
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
白
雲
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宗
に
も
み
ら
れ
た
。

善
躍
庵
と
よ
く
似
た
運
営
の
庵
堂
は
、
他
に
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
撫
州
崇
仁
田
紳
長
安
郷
嘉
曾
里
の
長
山
に
あ
る
曾
善
堂
も
ま
た
、

白
蓮

宗
の
庵
堂
で
あ
っ
た
(
奥
澄

「
曾
普
堂
記
」)
。
こ
れ
は
元
貞
乙
未
(
元
年
、
一
二
九
五
)
堂
主
劉
畳
度
の
従
父
盆
と
従
弟
魔
輝
と
が
所
居
を
施
捨
し

て
併
堂
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
大
徳
庚
子
(
四
年
、

二
六U
O
)
に
邑
人
陳
鮮
が
材
木
と
国
土
を
寄
進
し
、

費
度
の
徒
弟
の
曾
究
世
が
協
力
し

郭
究
志
、

策
費
筆
、

章
究
義
、
郭聞
究
正
が
お

て
堂
の
増
買
を
行
な
っ
た
。
究
度
の
あ
と
は
従
子
提
恵
が
嗣
ぎ
、
究
度
の
弟
子
に
は
信
法
枠
、

り
、
そ
の
師
は
蹄
宗
堂
の
孔
先
善
と
い
う
。
費
度
に
は
あ
わ
せ
て
六
人
の
徒
弟
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

堂
主
を
嗣
い
だ
の
は
従
子
の
畳

恵
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
劉
氏
の
私
堂
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
、

多
く
の
優
婆
塞
の
な
か
に

一
人
だ
け
借
の
名
が
み
え
る
の

は
、
興
味
深
い
。
何
景
一崎
「
重
道
人
立
庵
」
(
『潜
粛
集
』
巻
一
一
)
に
は
、
至
元
二
十
九
年
三
二
九
二
)
一
隅
州
長
楽
懸
の
重
畳
定
が
腫
舎
を
捨
し

て
庵
と
し
、
白
蓮
道
人
一
重
普
輿
を
法
嗣
と
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
も
量
氏
の
私
庵
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
白
蓮
宗
の
庵
堂
は
お
お
む
ね
優
婆
塞
で



あ
る
白
蓮
道
人
が
所
居
の
宅
を
捨
し
て
庵
堂
と
し
た
も
の
で
、

一そ
こ
に
は
異
姓
の
優
婆
塞
も
多
く
住
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
庵
堂
を
主
持

弟
子
へ
と
継
承
す
る
甲
乙
徒
弟
院
と
も
異
な
り
、

す
る
の
は
創
建
者
の
子
や
孫
と
い
っ
た
血
縁
の
道
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
宋
代
に
行
な
わ
れ
た
住
持
制
度
の
一
で
あ
る
師
か
ら

「
居
る
と
こ
ろ
に
即
い
て
併
庫
を
つ
く
り
、
家
を
闘
苧
げ

ま
っ
た
く
の
私
的
庵
堂
で
あ
っ
て
、

て
信
尼
と
な
す
」
白
雲
宗
の
庵
堂
と
、
蟹
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
。

も
っ
と
も
白
蓮
宗
の
庵
堂
は
浮
業
を
修
す
る
念
悌
道
場
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
白
蓮
道
人
の
な
か
に
も
橋

〈

担

)

梁
を
架
け
た
り
道
路
を
開
い
た
り
と
、
社
合
同
事
業
を
行
な
う
も
の
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
白
蓮
王
道
人
は
幹
縁
と
な
っ
て
衆
を
募
っ
て
柵
嶺
路

を
修
闘
し
、
さ
ら
に
嶺
秀
に
小
庵
を
結
ん
で
、
行
客
を
接
待
す
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
(
何
景
一
踊
「
柵
嶺
修
路
疏
」

『潜
策
集
』
巻
一
一
〉
。
嘗
時
白

蓮
宗
の
さ
か
ん
で
あ
っ
た
幅
建
、
江
西
等
の
山
開
地
帯
に
は
、
こ
う
し
た
白
蓮
道
人
に
よ
る
接
待
庵
等
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
想
像
さ

れ
る
。
彼
ら
は
ま
た
、
白
雲
宗
と
同
様
に
、
豪
民
の
墳
墓
の
守
り
役
を
つ
と
め
て
い
た
。
謝
初
得
「
寧
庵
記
」
ハ
『
畳
山
集
』
各
七
)
に
、

張
仁
叔
は
本
生
の
母
を
卸
武
鯨
和
卒
里
の
鶴
出
来
原
に
葬
っ
た
。
墓
は
故
庫
を
去
る
こ
と
百
歩
に
あ
り
、
田
四
十
畝
|
|
歳
牧
禾
三
百
秤

|
|
之
読
圃
竹
林
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
悉
く
施
捨
し
て
、
蓮
社
報
徳
堂
の
併
者
を
養
い
、
周
費
先
を
堂
主
と
し
た
。
彼
の
徒
弟

一
人

を
揮
ん
で
塚
墓
を
守
ら
せ
、
そ
の
庫
を
寧
庵
と
名
づ
け
た
。

η
S
F
 

η
L
 

と
あ
る
。
白
蓮
道
人
の
住
む
庵
堂
に
団
地
を
施
入
し
、
そ
の
徒
弟

一
人
を
え
ら
ん
で
守
墳
さ
せ
る
と
い
う
墳
庵
の
形
式
は
め
ず
ら
し
い
。
こ
の

記
が
書
か
れ
た
の
は
、
楊
前
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
が
景
炎
元
年
(
一
二
七
六
〉
聞
に
入
り
買
卜
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

別
に
彼
に
は
「
鳳
林
新
建
蓮
堂
疏
」
な
ど
白
蓮
堂
修
造
に
闘
す
る
疏
六
首
が
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
彼
は
一
帽
建
の
白
蓮
道
人
と
の
交
わ
り
が
密
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

む

す

び
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以
上
、
唐
代
以
前
に
は
少
な
か
っ
た
庵
堂
が
、
宋
代
以
後
に
は
特
に
江
南
で
さ
か
ん
に
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
信
停
、

地
方
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士
山
、
大
蔵
経
刊
記
、
文
集
等
の
資
料
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
官
人
や
豪
民
の
私
庵
が
多
い
こ
と
で
あ
っ
て、

な
か
に
は

某
氏
庵
と
い
う
よ
う
に
姓
氏
を
つ
け
た
庵
の
名
が
信
俸
に
も
み
え
、
天
台
や
稗
の
借
が
そ
こ
に
招
か
れ
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
宋
代
に

始
ま
る
墳
庵
の
普
及
は
、
庵
堂
増
加
の
一
因
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
庵
堂
増
加
の
現
象
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
豪
民
の
俳
教
信
仰
の
普
及
、

乃
至
は
豪
民
層
と
併
数
数
固
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
駐
は
雨
宋
の
際
に
漸
西
に
起
こ
っ
た
新
興
数
圏
、

白
雲
宗

と
白
蓮
宗
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
雨
宗
と
も
俸
道
の
援
黙
は
大
き
な
伽
藍
を
も
っ
有
額
寺
院
よ
り
は
小
規
模
な
庵
堂
の
方
で
あ
り
、

そ
こ

あ
る
。
例
え
ば
南
宋
中
期
の
「
徳
清
鯨
卒
陽
嶺
輿
善
施
水
庵
記
L

募
縁
し
て
田
を
買
い
施
水
庵
を
つ
く
っ
て
、
行
放
の
接
待
を
行
な
っ
た
が
、
彼
の
後
は
借
妙
崇
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
遁
民
沈
妙
浄
が
つ
い
だ

に
は
借
も
優
婆
塞
も
と
も
に
居
住
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
嘗
時
の
宗
数
活
動
で
は
、
信
と
優
婆
塞
と
の
巌
密
な
匿
別
な
ど
は
な
か
っ
た
よ
う
で

(
越
孟
竪
『
務
理
問
文
編
』
巻
一
二
)
に
、
道
民
丁
妙
超
は
淳
照
元
年

(一

一
七
四
)

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
信
と
優
婆
塞
と
が
一
緒
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
、
宋
代
以
後
の
傍
数
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
が
、
道
数
の
場
合
も
、
宮
観
よ
り
は
道
院
、
道
庵
の
方
が
多
か
っ
た
。
『
至
順
鎮
江
志
』
巻

一
O
を
例
に
と
る
と
、

宮
二
、
観

一
七
、
道
院
二

一
、
庵
八
七
(
う
ち
墳
庵
一

O
)
で
あ
り
、
宮
観
と
比
べ
て
庵
の
敷
が
匪
倒
的
に
多
い
。
墳
庵
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

も
、
併
庵
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

『
永
祭
大
典
』
巻
六
七

O
O所
引
『
江
州
志
』
に
、

- 24ー

額
を
限
る
を
寺
観
と
日
い
、
額
を
限
ら
ざ
る
を
庵
巌
と
日
う
。

腫
阜
の
庵
巌
は
四
百
(
注
、
道
口

・
蘭
若
・
道
堂

・
道
院
の
類
、

皆
此
れ
に
入

た
だ

し
か
し
て
山
北
に
存
す
る
者
は
濁
百
。
主
席
は
必
ず
し
も
皆
洞
牒
(
度
牒
)
を
釦
口
い
た
る
道
理
こ
れ

に
居
る
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、
方
外
も
亦
こ
れ
に
居
る
を
得
。
奉
ず
る
所
必
ず
し
も
専
ら

一
一
教
を
主
と
せ
ず
。

(

お

)

浮
屠
を
奉
じ
、
道
流
居
れ
ば
則
ち
老
氏
を
奉
ず
云
々
。

る)。

山
よ
り
南
は
南
康
に
隷
し
、

浮
屠
(
借
〉
居
れ
ば
則
ち

と
記
す
の
は
、
重
要
で
あ
る
。
庵
巌
の
主
席
に
な
れ
る
の
は
度
牒
を
買
っ
た
正
規
の
道
士
借
尼
に
は
限
ら
れ
ず
、
方
外
の
在
俗
の
信
者
で
も
な

る
こ
と
が
で
き
倫
が
居
れ
ば
僻
数
を
奉
じ
、
道
士
が
居
れ
ば
道
数
を
奉
じ
て、

一
つ
の
宗
数
だ
け
を
ま
つ
る
の
で
は
な
い
と
レ
ぅ
。
こ
の
こ
と

は
ひ
と
り
鹿
山
に
限
ら
ず
、
他
の
地
域
の
庵
堂
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
庵
堂
の
性
格
は
、
宋
代
以
後
の
併



教
道
教
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
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註(
1
〉
拙
稿
「
祈
西
の
道
民
に
つ
い
て
」
『
中
園
併
敬
社
曾
史
研
究
」

朋
合
、
一
九
八
二
年
)
前
編
第
七
章
所
枚
。

〈

2
)

高
雄
義
室

「宋
代
寺
院
の
住
持
制
」

『
宋
代
例
数
史
の
研
究
』
(
百

牽
苑
、
一
九
七
五
年
)
所
枚
、
小
川
貫
弐
「
宋
代
寺
院
の
特
質
」
『
印

度
皐
併
数
闘
争
研
究
』
一
七
|
一
(
一
九
六
八
年
〉
、
金
井
徳
幸

「
南
宋

時
代
の
寺
院
と
住
持
制
」
『
中
園
の
宗
教
と
祉
曾
』
(
一
九
六
五
年
)
。

(

3

)

宋
、
賛
寧
『
大
宋
借
史
略
』
巻
上
「
創
造
伽
藍
」
。

(
4
〉
『
寺
詰
』

の
こ
の
文
は
、
唐
、
道
宣
『
中
天
竺
合
衡
園
祇
垣
寺
園

経』

と

『大
宋
借
史
略
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
5
〉
中
園
の
四
種
の
高
僧
停
に
つ
い
て
は
牧
田
一
諦
亮
主
編
の
索
引
七
巻

(
卒
繁
寺
霊
百
庖
、
一
九
七
二
|
七
八
年
)
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
寺
名

縞
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
寺
会
名
稽
の
繁
遷
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。

(

6

)

わ
が
養
老
律
僧
尼
令
第
五
僚
に
「
凡
僧
尼
、
非
在
寺
院
、
別
立
這

場、

E
R
衆
教
化
、
弁
妄
設
罪
一
稿
、
及
殿
撃
長
宿
者
、
皆
還
俗
。
」
と
、

寺
院
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
が
唐
の
道
信
格
か
ら
引
い

た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
秋
月
観
畷
「
道
信
格
の
復

替
に
つ
い
て
」
『
歴
史
』
四
(
一
九
五
五
年
)
参
照
。

(

7

)

土
肥
義
和
「
莫
高
窟
千
傍
洞
と
大
寺
と
蘭
若
と
」
『
講
座
敦
煙
3
敦

患
の
杜
禽
』
(
大
東
出
版
社
、
一
九
八

O
年
)
一
二
六
二
|
八
頁
。

(
8
〉
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
種
行
記
の
研
究
』
第
二
巻
(
鈴
木
皐
術
財 同

圏
、
一
九
六
六
年
)
四

O
五
|
九
頁
参
照
。

(

9

)

『
緯
氏
要
覧
』
各
上
「
佐
慮
」
草
堂
。
始
因
羅
什
法
師
得
名
。
先

是
、
長
安
自
漢
慶
到
秦
興
三
百
徐
年
、
朝
市
畷
紹
。
雌
数
伽
藍
、
鋳
向

者
少
。
挑
興
世
、
鳩
摩
羅
什
於
大
寺
中
、
捲
一
堂
、
以
草
苦
蓋
、
於
中

誇
経
。
因
此
名
之
也
。

(
叩
)
拙
稿

「寺
観
の
賜
額
に
つ
い
て
」

『
中
園
傍
敬
社
曾
史
研
究
』
前
編

第
二
章
参
照
。

(
日
〉
鄭
元
一
孤

『僑
呉
集
』
巻
九
「
無
錫
潤
州
寺
記
」

宋
法
、
非
穀
額
、
不
敢
造
寺
。

(
ロ
)

『
宋
曾
要
鰐
稿
』
刑
法
二

l
二
ニ二

嘉
泰
二
年
六
月
十
三
日
臣
僚
言
。
・
:
乞
申
筋
有
司
、

・:不
許
私
期
庵

合
。
・
:
:
銃
而
叉
詔
、
諸
路
監
司
、
各
行
下
所
部
州
蘇
、
出
勝
院

議
、
限
半
月
、
許
令
本
州
自
陳
給
接
、
付
主
庵
人
牧
執
。
如
出
限
不

自
陳
、
及
再
有
創
置
之
人
、
告
受
支
給
賞
銭
一
千
貫
、
先
以
官
銭
代

交
、
却
輿
犯
人
名
下
迫
納
。
其
庵
合
産
業
、
憲
行
籍
浪
人
官
、
候
出

給
公
嬢
足
目
、
逐
州
置
籍
、
申
監
司
、
類
家
施
行
。

(
日
〉
孔
清
究
の
停
記
は
『
寝
門
正
統
』
巻
四
、
『
併
租
統
紀
』

巻
四
六
、

『
圃
伴
氏
稽
古
略
』
巻
四
に
あ
る
。
な
お
重
松
俊
章
「
宋
元
時
代
の
白
雲

宗
門
」

『
央
淵
』
二
(
一
九
三

O
年
〉
、
小
笠
原
宣
秀

『中
園
近
世
浄
土

数
史
の
研
究
』
(
百
葦
苑
、
一
九
六
四
年
〉
五
一
1
1
五
六
頁
等
参
照
。

(
M
〉
明
、
奥
之
鯨

『
武
林
党
志
』

(『
四
庫
全
書
珍
本
四
集
』
所
収
)
巻
六

一25ー
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南
山
普
寧
翻
寺
、
在
豚
東
北
三
十
里
常
熟
郷
。
宋
白
雲
通
教
大
師
mm

庵
以
居
。
隆
興
関
、
改
庵
篤
院
、
田
博
燈
。
叉
改
此
目
安
。
淳
照
七

年
、
改
今
額
。
元
至
正
末
織
。

洪
武
三
年
重
建
。
防
併
子
此
、
目
撃

照
培
院
説
明
一
蹴
北
、
回
定

一
院
議
一
一
説
、
日
松
隠
庵
刊
一
部
七
。

小
笠
原
前
掲
書
八
三
i
九
九
頁
参
照
。

普
度
『
鹿
山
蓮
宗
賀
鑑
』
巻
四

如
慈
照
宗
主
道
化
盛
行
子
世
、
王
臣
僧
俗
悉
皆
崇
向
念
仰
、
得
道
者

甚
衆
。
及
糊
諸
問
時
録
中
、
都
不
例
載
、
加
熱
文
可
考
。
今
授
訪
慈
照
宗

主
事
蹟
、
己
入
集
。

(『大
正
威
』俳句
四
七
、
三
二
七

av

『
至
正
見
山
郡
志
』
巻
五
、
人
物

帰国
子
元
。
本
姓
茅
。
母
柴
氏
拶
借
自
稽
華
光
生
元
。
幼
孤
、
投
延
鮮

通
講
主
、
出
家
篤
倍
。
後
間
拘
聾
悟
道
。
迫
紹
音
速
法
師
白
蓮
宗

教
、
仙
山
修
浄
業
。
浮
興
丁
酉
、
得
罪
、
縞
盤
江
州
。
久
之
得
稗
。
州

骨
用
具
問
、
召
入
徳
詩
宮
、
講
読
栴
旨
、
賜
金
欄
口
、
鋭
慈
照
噂
師
。

辛
丑
、一
示
絞
於
河
川
郷
侃
普
建
家
、
茶
眺
。
後
筆
亭
金
五
ロ
里
奥
俊
昌
、

以
骨
建
塔
、
賜
名
最
勝
。

こ
れ
は
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
全
文
を
掲
げ
た
。
記
事
は
ほ

ぼ
『
鹿
山
道
宗
植
民
鑑
』
に
蛾
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
示
寂
の
年
を
記

す
の
が
貴
重
で
あ
る
。
辛
丑
は
淳
照
八
年

(
一
一
八
乙
で
あ
り
、

陳

垣
『
線
氏
疑
年
録
』
を
補
え
る
。
た
だ
得
罪
の
年
を
淳
興
丁
酉
と
す
る

が
、
淳
隈
丁
酉
(
四
年
、
一
一
七
七
〉
で
は
還
す
ぎ
、
紹
興
中
に
は
了

酉
の
年
は
な
く
、
推
定
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
な
い
の
は
残
念
で
あ

る。

(
m
v

拙
稿
「
宋
代
境
寺
考
」

照。

(
日
μ

)

(
日
山
〉

(

げ

)

『
中
園
併
敬
社
曾
史
研
究
』
前
編
第
三
章
参

(
山
口
)
北
目
度
の
博
記
は
従
来
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
、

欧
陽
玄

「鐙

華
塔
碑
文
」

(
『
隆
慶
丹
陽
師
紳
士
宮
巻
九
所
引
)
が
あ
り
、
こ
れ
に

師
以
至
順
元
年
夏
六
月
四
日
終
子
丹
陽
、
年
七
十
六
。
以
浮
屠
法
、

葬
妙
果
之
南
麓
。

と
あ
り
、
彼
の
生
卒
年
が
一
二
五
五
|

一一一一一一一

O
年
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
、
こ
れ
も
『
緯
氏
疑
年
録
』
を
補
う
史
料
で
あ
る
。

(初〉

『
正
徳
松
江
府
士
山
』
径
一

八
、
華
亭
叢
林

凡
稽
叢
林
者
、
皆
洪
武
二
十
四
年
清
理
併
数
時
、
餓
併
諸
小
庵
院
而

成
。
其
飾
併
者
、
三
十
五
年
倶
令
復
奮
、
有
反
盛
於
叢
林
者
。
今
の

附
名
叢
林
下
、
以
存
沓
制
。

(
幻
)
明
、
王
畿
等
纂
修
『
姑
蘇
志
』

六
O
巻
は
正
徳
元
年
刊
本
と
嘉
靖
重

刊
本
と
が
あ
る
。
後
者
は
一
般
に
補
刊
本
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
も
と

の
版
に
新
版
を
加
え
た
の
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
重
刊
し
た
も
の
で
あ

る
。
記
事
内
容
は
ほ
ぼ
一

致
す
る
が
、
寺
湖
の
項
に
は
雨
者
に
若
干
の

異
同
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

在
城
の
尼
寺
が
前
者
は
五
寺
で
あ
る
の

に
樹
し
、
後
者
は
博
法
寺
を
飲
い
て
四
寺
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
、
第

四
表
は
、
園
立
中
央
闘
書
館
厳
正
徳
刊
本
を
景
印
し
た
『
中
園
史
皐
叢

書
』

本
(
一
九
六
五
年
、
蓬
北
、
畢
生
害
局
〉
に
錬
っ
て
作
成
し
た
。

な
お
静
嘉
堂
前
刷
本
は
目
録
で
は
正
徳
元
年
刊
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
貧

は
嘉
靖
重
刊
本
の
方
で
あ
る
。

(
辺
)
拙
稿
「
新
西
の
道
民
に
つ
い
て
」
、
「
元
朝
の
江
南
支
配
と
白
雲
宗
」

(
共
に
前
掲
書
所
収
〉
。

(
お
)
『
磁
砂
議
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

『
影
印
宋
硝
砂
蹴
経
』
首
朗
参

照
。
な
お
最
近
の
研
究
に
、
場
縄
信

「
論
《
磁
砂
磁
》
」
(『
文
物
』
一

九
八
四

l
八
〉
及
び
張
新
鷹
「
《
論
〈
積
砂
臓
〉
》
讃
後
」
(
同
一
九
八

- 26一
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六
|
九
)
が
あ
る
。

(

M

)

原
文
は
拙
著
二
七
九
頁
に
引
用
し
た
。

(
お
)
『
並
日
寧
競
』
の
概
要
は
「
増
上
寺
三
大
蔵
経
目
録
解
読
」
第
二
編
第

二
章
「
元
版
大
蔵
経
」
参
照
。

(

M

m

)

辻
森
要
情
「
南
調
大
蔵
政
文
蒐
録
」
(
一
〉

J
(六
)
『
悌
典
研
究
』

一一
J
一
O
(
一
九
二
一
|
三

O
年
〉
。
ま
た
『
園
立
北
卒
園
書
館
館
刊
』

三
|
六
、
四
ー
一
、
二
、
四
(
一
九
二
九
|
三

O
年
)
に
縛
載
す
る
。

(
幻
)
酒
井
中
乞
六
「
飛
騨
安
園
寺
の
元
版
大
蔵
経
に
つ
い
て
」
『
ア
ジ
ア
の

教
育
と
祉
曾
』
(
一
九
七
三
年
)
一
六
四
|
六
六
頁
。
ま
た
『
喜
多
院

宋
版
一
切
経
目
録
』
(
川
越
市
、
喜
多
院
油
印
、
一
九
六
九
年
)
に
よ

れ
ば
、
喜
多
院
に
も
『
普
寧
議
』
一
七
八
九
帖
、
『
積
砂
厳
』
三
九
帖

を
所
蔵
す
る
。
し
か
し
増
上
寺
本
を
補
う
刊
記
は
見
嘗
た
ら
な
い
。

(
m
A
)

大
元
園
高
削
西
道
嘉
輿
路
嘉
輿
鯨
象
賢
郷
二
十
二
都
桃
花
皇
居
、
奉
一
一
一

賓
弟
子
、
見
嘗
本
路
西
水
姑
戸
美
智
源
、
同
妻
徐
氏
七
娘
、
輿
家
各

等
。
智
源
思
念
父
母
勧
労
、
無
伸
報
答
。
於
至
元
二
十
四
年
内
、
用

長
財
寓
持
梯
己
紗
建
庵
。
往
南
山
大
普
寧
寺
、
膿
到
大
蔵
傘
経
一
磁
、

永
允
報
勧
墳
庵
供
養
、
誘
借
口
語
。
上
答
四
恩
、
下
資
三
宥
。
の
伸

薦
悼
菱
門
租
宗
、
先
己
後
化
男
女
霊
魂
、
伏
此
良
因
、
超
昇
傍
界
、

成
就
菩
提
者
。
護
題
。
太
裁
丙
申
元
貞
二
年
五
月
日
萎
智
源
題
。

(
m
m
〉
元
代
白
蓮
宗
の
研
究
は
重
松
俊
章
以
来
多
い
が
、
近
年
に
な
っ
て
新

史
料
『
虚
山
復
数
集
』
『
盛
山
白
蓮
正
宗
曇
華
集
』
が
紹
介
さ
れ
、

普

度
の
復
数
運
動
を
中
心
と
し
て
嘗
時
の
白
蓮
宗
の
状
況
が
か
な
り
明
ら

か
に
な
っ
た
。
『
復
教
集
』
は
小
笠
原
前
掲
書
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
『
曇
華
集
』
に
つ
い
て
は
『
元
史
論
叢
』
第
一
輯
(
一
九
八
二

年
)
一

O
八
頁
に
木
言
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
。
ま
た
楊
前
「
元
代
的
自

蓮
数
」
『
元
史
論
叢
』
第
二
輯
(
一
九
八
三
年
)
は
、
そ
れ
ら
の
新
史

料
の
ほ
か
元
人
文
集
中
の
史
料
を
用
い
た
最
新
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の

五
「
白
蓮乱欲
的
堂
庵
和
道
人
」
に
、

文
集
等
か
ら
堂
庵
史
料
六
種
を
掌

げ
て
い
て
参
考
に
な
る
。

ハ
却
)

『
永
祭
大
典
』
巻
七
二
四
二
所
引
『
撫
州
羅
山
志
』
所
枚
。
こ
の
史

料
は
前
掲
揚
一
前
論
文
に
よ
っ
て
知
り
え
た
。

(
汎
)
至
正
二
十
一
年
辛
丑
、
予
抵
一渦
清
卒
南
之
東
波
、
至
子
善
臆
庵
。
一

日
、
借
質
問
県
豊
優
婆
塞
陳
先
祭
来
詮
目
、
是
庵
創
於
大
徳
己
丑
、
至

元
戊
寅
乃
重
建
正
局
。
其
事
則
陳
何
二
師
之
経
営
、
其
教
則
東
林
遣
法

也。

・:
叉
目
、
庵
故
棟
究
竪
宅
也
。
究
堅
年
甫
妊
、
轍
僑
浄
業
。
嘗

建
安
一
幅
庵
後
踊
問
。
廠
有
成
規
。
乃
出
謁
道
師
之
有
軌
行
者
、
以
究
英

道
。
銃
筒
、
恩
別
度
法
{
子
。
謂
莫
東
坂
若
也
。
途
以
宅
魚
之
、
而
居

其
族
於
秀
里
、
不
以
混
駕
。
乃
拓
欧
基
、
欲
其
錦
町
也
。
乃
凹
廠
壊
、

欲
其
煉
也
。

首
作
傍
殿
、
次
作
観
音
閣
後
潤
。
陳
究
正
賞
相
成
之
。

於
是
究
竪
老
失
。
其
徒
陳
魔
慶
、
道
行
底
護
、
震
時
所
推
、

自
嗣
以

来
、
内
潰
私
蓄
、
外
資
衆
施
、
務
新
蕨
故
、
用
弘
葱
庸
。
・
:
即
以
其

絵
、
市
田
若
干
畝
、
課
僅
種
妻
、
而
取
其
入
以
食
。
葦
究
慶
主
之
、

而
究
員
究
策
、
奥
北
山
林
菜
、
威
有
力
駕
。
:
:
・
究
員
競
東
庵
、
究

堅
之
孫
。
息
凡
策
鋭
経
堂
、
究
慶
弟
子
。
其
戒
行
願
者
、
皇
之
人
尤

加
重
云。

前
掲
揚
文
に
載
せ
な
い
の
で
、
原
文
を
掲
げ
た
。

(
泣
)
李
存
「
迭
張
卒
可
序
」
(
『
侯
苓
集
』
巻

一
七
〉

近
経
上
鏡
道
中
、
所
見
通
川
橋
梁
凡
五
六
、
大
者
至
百
種
、
緊
其
瓦

石
像
梼
、
構
結
鈎
霊
之
費
、
動
数
百
首
円
銭
、
而
比
自
白
蓮
祉
中
人
成
之
。

彼
自
蓮
社
中
人
、
非
有
公
卿
貴
人
之
資
。
率
多
行
乞
四
方
、
・
亦
或
伺
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(

お

)

夫
過
車
馬
也
者
、
而
ち
緊
駕
。
鳴
呼
、
不
亦
難
点
矢
乎
哉。

限
額
回
寺
翻
、
不
限
額
回
庵
巌
。
底
阜
庵
般
四
百
(
注
、

道
口

・
関

若
・
道
堂
・
道
院
之
類
皆
入
此
)
。
白
山
南
毅
南
康
、
而
山
北
存
者

不濁
必百
専
主主
一 席
数不
。必

浮皆

震語
、牒

則道
宣告穣
浮得
屠居
、之

道
流方
居外
、亦

則得
奉 居
老之
氏
。所

奉
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ｊｙ庵AND ＴＡＮＧ堂INBUDDHISM OF

　

THE SONG AND YUAN DYNASTIES

Chikusa Masaaki

　　

Ever since Buddhism was firstintroduced to China, jZ寺has been the

most common term. for ａ monastery or convent. Other terms, however,

have also been adopted, and patterns in their usage have varied in different

periods. For example, Yuan院, the second most common term afteｒ　SI

first appeared in the Tang dynasty and its use spread with the increasing

popularity of the Chan (Zen輝} sect. In the Song, four terms were

used-.　ＳＩ，　ｙｕａれ，　ａｎ庵,and―less frequently―tａｎｇ堂Whereas　ざZ and

yuan were large establishments recognized by the government, an and

tａｎｅwere smaller in scale and lacked ｏ伍cial recognition. Thus, they

rarely appear in local gazetteers compiled during the Song. In Buddhist

records, however, starting from the Northern Song, ０ｎｅ丘nds many writ-

ings of monks and nuns whose residences are described asα72.

　　

Based on data from Yuan and Ming gazetteers and on colophons of the

Ｔｒipiはｋ

tａｎｇ　＼ncreasedin the Song and Yuan dynasties. These records reveal

three important facts. First, in southern China, many private ａｎ were

established by ｏ伍cials and wealthy individuals. Second, in addition to

monks and nuns, zz戸お屈α;―laydevotees―lived in them. And finally, they

were centers for the activities of monks belonging to popular new sects

such as the White Cloud Sect （Ｂａｉｙｕｎｚｏｎｇ白雲宗)and White Lotus

Sect (Ｂａｉｌｉａｎｚｏｎｇ白蓮宗），　Thesewere distinguishing features of Ｂｕd･

dhism in this period.
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